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判第
律

法
年

５
成
平

表
公

を
果

結
の

そ
、

）
号

子
律

井
藤

員
委

。
す

ま
し

河

郎
二
忠

田
神

理
尚

本
橋

太
繁

嶌 二



平成

治

年 月 日 火曜日

３

山 口 県 報

１２

（号 外 ）

第

平

成
平

、
は

求
請

の
こ

の
た

月
６

年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

そ
、

し
続

継
を

査
審

、
め

許
し

と
の

も
い

な

本
間

の

第
律

送
先

の
断

判
否

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

法

面
水

有
公

件
本

、
で

効

第
は

事
知

、
り

よ
に

２
の

条

設
が

社
会

力
電

件
本

、
ず

財
な

法
違

、
は

と

た
し

置

を
置

措
な

当
に

理
管

の
産

す
対

に
求

請

。
る

す
求

請

い
て

え
超

を
間

期

断
判

る

さ
下

を
断

わ
か

か
も

に
たと

こ
い

な
下

以

第

本

関
の

他
の

そ
条

６
第

）
号面

水
有

連

下
以よ

に
れ

こ

面
水

有
公

件
本

当
相

遅
た

っ
被

が
県

、
り

措
る

す
填

補
を

害
損

の
分

な
当

不
は

く
し

若
法

違

置

成
平

、
が

事
知

管
産

財月
５

年

求
請

の
こ

理
受

の
求

請

日

日

の
定

所
、

は
て

い
つ

に

請

。
た

し
理

受
を

求
請

に

は
く

し
若

法
違

旨
要

の
求

知
県

口
山

の
産

財
な

当
不

事
下

以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か成
平

、
し

対
に

請
申

月
２

年

成

職
県

口
山

様
男

敏
井

松

月
４

年以
。

号

り
あ

の
求

請
に

日

下

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

に
求

請
の

こ
で

け
付

日

の

求
請

く

求
請

る
係

下
以

社
会

力
電

件

」
求

請
の

先

措
り

有
公

件
本

る
す

対
に

公
、

は
と

こ
た

っ
採

を
置

有

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

有
公

件
本

、

お
て

し
効

失

標
浮

灯

復
回

状
原

の
面

水

措
の

ど
な

る
せ

さ
去

撤
を

し
ら

た
も

を
れ

そ
、

り
た

成
平

、
ず

ら

件
本

た

月
２

年い
と

」
為

作
不

件

知
、

日

反
に

定
規

行
、

は
）

。
う

」

毛
熊

、
ら

か
る

い
て

し

管
な

法
違

の
）

。
う

い
と

に
査

審
の

中
間

期
延

に
理

。
る

め
求

を

代
紙

用
う

伴

懈
の

理

を
限

期
、

に

て
い

つ
に

怠

式
形

説
足

補
る

す
と

年
１

る
い

て
し

備
具

を
件

要
的

補
の

失
損

る
よ

に
理

管

も

が
）

。
う

い
と

い
つ

に
填

年

式
株

力
電

国
中

、

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

が
間

期
理

処
準

標
に

日

更

に
求

請
置

措
員

、
し

了
満

て
い

つと
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

第
）

地
、

て
い

つ
に

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

ら
か

者
の

外
以
人

記

ま
し

と
）

。
う

い
と

自
た
っ

あ

の
立

埋
面

水

同
に

的
質

実

立
埋

面
水

し
効
失
は

許
免

法
正

大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

う
負

を
務

義

治
自
び

及
条

ら
採

を
置

ら
わ

か
か

も
に

為
作
不

こ
る
い
て

っ
怠

ず

就
事

要
必
に
の

る
め

改
を

政

判
の
否
許

に
ち

直
後

任

法
続

手

町
関

上
郡

律
法
年
５

成
平

る
た

当

公
先
地
島

長
字

大

の
等

費
件

人
の

員
職
、

。

社
会

力
電

件
本

を
明

用
費

成
平

、
め

認
と
の

求
に

社
会 て

月
４
年

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

に
査
審

可
許
長
伸

間
期

功

口
山

的
理
合

る
す

要
常

通 法
治

自
方

員
委

査
監

県

和
昭

執
を

査
監

、
き

づ

律
法
年

下

。
す

し
ま

し
行

う
い

と
」
面
水
有

公
件
本

っ
被

が
県
、
り

よ
に
れ
こ

は
く

し
若
法
違

１

口
山た

事
知

県
口

山

産
財
な

当
不

下
以か

）
。

う
い
と
」

社

事
知

平
、
し
対
に

請

成
平
の

ら

成
月
２

年

か
か
も
に
た

い
て
え
超

を

と
こ
い
な

さ

ら
わ

下
以の

他
の
そ
条
６

第

不
件
本

請
の
子

ヨ
ミ

に
定

規
連
関

成
平

執
を

査
監
る
係
に

求

月
６

年

部
宇

求
請

の
査
監

１
第

日

木
船

字
大
市

地
番

和
昭
例

実
月
３
年

こ
、
て

っ
が
た
し

。
）

日

け
付
日
２
月

８

に
求

請
の

第
査
監
山

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

第
表
公
査
監

号

法
治

自
方

地
和

昭 と
る

あ
で
容
内

一

律
法

年

で
求
請
の
先

る
れ

ら
め
認

由
理

に
求

に
後

理
受
、
は

定
に

却
棄

て
し

と
い

な
が

要
の

求
請
査
監
民

住
る
め

住
の

別
は
人
求

請
、
た
ま

を
査
監
て

め
改
、
は

て

民

ら
め

認
と
い
な

が

こ
う
行

法
違
の
）

。

は
き
と

る
れ

延
遅

。
る

た
当
に

理
管
な

用
う

伴
に

査
審

の
中

間
期

置
措

る
す

関
に
事

知
県

紙

る
よ

に
理

管
の

要
の

求
請

い
と

」

つ
に
填

補
の

失
損

株
力

電
国

中
、
が

）
。

う

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平

、
ず

、
し
了

月
２

年う
い

と
」

為
作

事
知

、
日

て
し

反

手
政

行
、
は

）
。

関
上

郡
毛

熊
、
ら

か
る

い

規
の

項
同
、

で
の
た
し

行

同 同

査
監

県
口

山

よ
に
定

の
次

ら
か

子
ヨ

ミ
野

浜

同

の
先

、
は
て

い
つ

り
お
と

監
る
係

に
求

請

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

第

い
つ

第
）

号 を
査

監 。

規
の

項
４

第
条

２
の

知
通

の
こ

、
い

行

２
、

し件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

監
に
既

、
が
る
あ

で

し
下

既
、

く
な

と

た
っ

行
を
査

そ
、

結
の

査
監
た

っ
行
に

す
知
通

に
人
求
請

を
旨
の

れ

三

の
等

費
件

人
の
員

職
、

代

社
会

式 て
い 旨

相
用
費

下
以

竣
事

工
・

更

会
力

電
件

本

査
審

申
可

許
長
伸

間
期

功

期
的

理
合

る
す

要
常

通
に

の
否

許
に

ち
直

後
任
就

間

法
続

下
を

断
判第
律

法
年

５
成
平

公
先

地
島

長
字

大
町

）
号

面
水

有 表
公

を
果

結
の
そ

、
り

以

子
律

井
藤

員
委

。
す

ま
し

河

郎
二

忠
田

神

理
尚

本
橋

あ
が
求

請
の

査
監

太
繁

嶌 、
る

あ
で

果
結

査

。
た

っ

成
平

添
別

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

と
の

次
、

き
づ

基
に

定

て

部
る

す
当

相
に

野
浜

り
お

は
て

い

請
は

て
い

つ
に
分第
法

治
自

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

の
容

内
一

同
と

求
請

。
る

い
づ

基
に
果

い
つ

に
求
請

足
ば

実
事

る
係
に

求
請

て

る
い

て
れ

さ
と

る
り

政
行



平成 年 月 日 火曜日

２

山 口

第

平

１

の
た

県 報

上 ２
第

求 法 件

（号 外 ）

効 号 の 審

２

当

第
関

の
他

の
そ

条
６

第
）

号面
水

有

連

下
以

求
請

に
日

面
水

有
公

件
本

要
の

求
請

。
た

し
理

受
を

な
当

不
は

く
し

若
法

違

旨

事
知

県
口

山

の
産

財

下
以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か成
平

、
し

対
に

請
申

月
２

年も
に

た
い

て
え

超
を

間
期

こ
い

な
さ

下
を

断

わ
か

か

と
下

以

成

職
県

口
山

本

月
４

年以
。

号

り
あ

の
求

請
に

日

下

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

求
請

の
こ

理
受

の
求

請

の

電

の
定

所
、

は
て

い
つ

に

浮
灯

た
し

置
設

が
社

会
力

当
に

理
管

の
産

財
な

を
標

査
監

。
る

す

れ
そ

、
り

た

に
求

請
査

監
の

記

果
結

の

ヨ
ミ

野
浜

し
査

監
て

い
つ す

填
補

を
害

損
の

分

様
子

く
し

若
法

違

求
を

置
措

る

事
知

理
管

産
財

な
当

不
は成

平
、

が
月

５
年の

そ
、

し
続

継
を

査

に
日

判
否

許
し

と

力
電

件
本

間

第
）

を
置

措
り

送
先

の
断

第
び

及
２

の
条

水
有

公
件

本
、

で

だ
た

条

許
免

の
立

埋
面

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

い
て

し
反

に
定

規 件
本

、

う
い

と
」

毛
熊

、
ら

か
る

管

に
理

管
な

法
違

の
）

。

に
填

補
の

失
損

る
よ

に
理

中
、

が
）

。
う

い
と

い
つ

年

式
株

力
電

国

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

が
間

期
理

処
準

標
に

日

更

成
平

、
ず

ら

、
し

了
満

月
２

年い
と

」
為

作
不

件

知
、

日

請
置

措
員

行
、

は
）

。
う

て
い

つ
に

求

と
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

第
）

地
、

て
い

つ
に

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

具
を

件
要

的
式

形

記

ま
し

せ
さ

去
撤

も
る

い
て

し
備

を

ら
採

を
置

措
の

ど
な

る

為
作

不
件

本
た

し
ら

た
も

お
と

の
次

を
果

結
た

改
を

平

宛
人

求
請

り

成
平

懈
の

。
る

め

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

社
会

明
説

足
補

る
す

と
年

面
水

有
公

件
本

る
す

対
に

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採

埋

要
る

よ
に

書
し

立
埋

面
水

に
既

は

大
重

し
脱

潜
を

件

第
法

同
、

り
お

て
し

効
失

義
復

回
状

原
の

面
水

有
公

島
長

字
大

町
関

上
郡

を
務

社
会 て

。
る

た
当

公
先
地

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

に
査
審

可
許
長
伸

間
期

功

就
事

的
理
合
る

す
要

常
通

政

判
の
否
許

に
ち

直
後

任

法
続

手

監
県

口
山

律
法
年

５
成

平

法
治

自
方

員
委

査和
昭

執
を

査
監

、
き

づ

律
法
年

め
認

と
の

。
す

し
ま

し
行

成
平

、

こ
る

い
て

っ
怠
ず

月
４
年

要
必

に
の

る
め

違
、
は
と

た
し

知
通
て

請
を
置
措

な第
査

監
山

。

年

号

月
６

）
年

求
に

社
会

力
電

件
本
を

日

し
効

失
は

許
免

の
立

、
め

法

も
い
な

正
大

第
律

法
年

り
あ
が

法
違

な
白

明
つ
か

無

負

第
法

治
自

方
地

び
及

条

本
、
ず

ら
わ

か
か

も
に

う

第
査
監
山
け

付
日
２
月

８

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

第
表
公
査
監

号

法
治

自
方

地
和

昭

係
に
求
請
の

美
晴

律
法

年

成
平

行
執

を
査
監
る月
６

年

理
受
、
は
で

求
請
の
先

日

と
い

な
が

由
理

に
求

に
後

民
住
る
め
定

に

却
棄

て
し

請
、
た
ま

要
の
求

請
査
監

、
は

て

民
住

の
別
は
人
求

が

こ
う
行

を
査
監
て

め
改

き
と

る
れ
ら
め

認
と
い
な

和
昭
例

実

は

月
３
年

こ
、
て

っ
が
た
し

。
）

日

第
法

に
求
請

の

、
ず

知
、

り
よ

に
２

の
条

と

置
設

が
社
会
力
電

件
本

理
管

の
産
財
な
法

違
、
は

３

。
る
す
求
請

を
置
措
な

の
こ

断
判
る
す

対
に
求
請

成
平
、
は

求
請

第
法

治

６
年

内
一

に
定

規
の

項
１

第
条

る
れ

ら
め
認
と
る

あ
で
容

っ
被

が
県
、
り
よ

に
れ
こ

す
填

補
を
害
損

の
分
当
相

る財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

続
継
を

査
審
、
め

月
５

年

し
と

の
も
い
な

の
そ
、

し

第
律

の
断

判
否
許

第
）

号

で
効

無
り
あ
が

及
２

の
条

査
監

県
口

山

有
公
件

本
、

同

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

第

い
つ

第
）

号

で
の

た
し

規
の

項
４

第
条

監

り
よ

に
定
規

の
項
同
、

の
知

通
の
こ
、

い
行
を
査

２

２
、

し件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

監
に
既

、
が
る
あ

で

し
下

既
、

く
な

と

た
っ

行
を
査

そ
、

結
の

査
監
た

っ
行
に

す
知
通

に
人
求
請

を
旨
の

求
請

の
先
、

は
て
い

つ

れ

公
件

本
、
は

事

監
る
係

に

浮
灯

た
し

状
原

の
面

水
有

に

ど
な

る
せ

さ
去
撤
を

標

ら
た
も

を
れ

そ
、

り
た

当

月

た
し係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く
づ

基

る

下
以

中
間

期
延

遅
た。

請
の

先

を
置

措

用
う

伴
に
査

審
の

懈
の
理

管
産

。
る

め
求

て
い

つ
に

怠

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

に
社
会
力

電
件
本

間

補
る

置
措

り
送

先

件
本

る
す
対

第
び

、
は

と
こ
た

っ
採
を

件
要

る
よ
に

書
し

だ
た

条

に
既

は
許

免
の

立
埋

面
水

橋

子
律

井
藤

員
委

し
効

失

て

理
尚

本

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

と
の

次
、

き
づ

基
に

定

て

を
果

結
の

そ
、

本
永

り
お

す
当

相
に

。
す

ま
し

表
公

い

請
は

て
い

つ
に

分
部
る

第
法

治
自

は
て

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

の
容

内
一

同
と

求
請

。
る

い
づ

基
に
果

い
つ

に
求
請

足
ば

実
事

る
係
に

求
請

て

る
い

て
れ

さ
と

る
り

別
、

る
あ

で
果

結
査

政
行

成
平

添 も
に

う
負

を
務

義
復

回

年

ら
採

を
置

措
の

ら
わ

か
か

不
件

本

こ
る

い
て

っ
怠

ず

要
必

に
の

る
め
改

を
為
作

あ
ら

か
者

の
外

以
人

求
請

）
。

う
い

と
」

求

自
た

っ

職
、

代
紙

同
に

的
質

実
と

足

用
費
の

等
費

件
人

の
員

に
社

会
力

電
件

本
を

明
説

許
免

の
立

埋
面

水
有
公

求

立
埋

面
水

有
公

し
効

失
は

法
正

大

つ
か

大
重

し
脱

潜
を

法
年

同
、

り
お

て

法
違

な
白

明

第
法

治
自

び
及
条

四



平成

平

年 月 日 火曜日

上 ２
第

求 法

山 口 県

効 号 の 審

２

件

報

当 下 第 さ を 請 社

（号 外 ）

成

職
県

口
山

１

宇 １
第

月
４

年 産
財

な

り
あ

の
求

請
に

日

れ
そ

、
り

た
当

に
理

管
の

の
記

果
結

の
査

監

。
る

す

査
監

て
い

つ
に

求
請

査
監

し
若

法
違

様
美

晴
本

永

し

知

理
管

産
財

な
当

不
は

く

成
平

、
が

事
月

５
年の

そ
、

し
続

継
を

査

に
日

判
否

許
し

と

力
電

件
本

間

第
）

を
置

措
り

送
先

の
断

第
び

及
２

の
条

水
有

公
件

本
、

で

だ
た

条

許
免

の
立

埋
面

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

置
設

が
社

会
力

電

件
本

、

う
い

と
」

を
標

浮
灯

た
し

成
平

の
ら

か
）

。

成
平

、
し

対
に

年

月
２

年か
も

に
た

い
て

え
超

に
日

と
こ

い
な

、
ず

ら
わ

か

下
以

他
の

そ
条

６

為
作

不
件

本

し
反

に
定

規
連

関
の

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本

が
県

、
り

よ
に

れ
こ

）
。

を
害

損
の

分

延
遅

た
っ

被

査
監

求
を

置
措

る
す

填
補

部
宇

上
字

大
市

部

求
請

の

違

知
県

口
山

永
７

地
番

４

産
財

な
当

不
は

く
し

若
法

事
知

県
口

山

管
の

下
以

に
求

請
置

措
員

と
」

事
知

て
い

つと
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

ら
た

も
を

地
、

て
い

つ
に

た

改
を

為
作

不
件

本
た

し

求
請

り
お

と
の

次
を

果
結

平

宛
人成
平

懈
の

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

社
会

明
説

足
補

る
す

と
年

面
水

有
公

件
本

る
す

対
に

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採

埋

要
る

よ
に

書
し

立
埋

面
水

に
既

は

大
重

し
脱

潜
を

件

第
法

同
、

り
お

て
し

効
失

義
復

回
状

原
の

面
水

有
公

の
ど

な
る

せ
さ

去
撤

を
務

ら
採

を
置

措

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

・
更

成
平

査
審

、
し

了

月
２

年う
い

と
」

任
就

事
知

、
日

て

法
続

手
政

行
、

は
）

。

関
上

郡
毛

熊
、

ら
か

る
い

当
に

理
管

な
法

違
の

大
町

に
査

審
の

中
間

期

。
る

た

同

。
る

め

、
代

紙
用

う
伴

お
と

の
次

ら
か

美
晴

本

同措
る

す
関

に
事

の
査

監
り

る
よ

に
理

旨
要

の
求

請
置

い

て
い

つ
に

填
補

の
失

損

株
力

電
国

中
、

が
）

。
う

法
治

自
方 会

式

和
昭

な
要

必
に

の
る
め

律
法
年

。
た

し
知

通
て

請
を
置
措

第
査

監
山年

号

月
６

）
年

本
を

員
委

査
監

県
口

山

日

立

、
め
求
に

社
会

力
電

件

も
い
な

し
効

失
は

許
免

の法
正

大
第

律
法

年

り
あ
が

法
違

な
白

明
つ
か

無

負

第
法

治
自

方
地

び
及

条

本
、
ず

ら
わ

か
か

も
に

う

、
は

と
こ

る
い

て
っ

怠
ず

竣
事

工

違

通
に

申
可
許
長

伸
間

期
功

後

間
期
的
理

合
る

す
要

常

下
を
断

判
の

否
許

に
ち

直

第
律

法
年

５
成

平

水
有

公
先

地
島

長
字

）
号

面費
の

等
費

件
人

の
員
職

以

繁
嶌

河

郎
二

忠
田

神

相
用

社

。
た

っ
あ

が
求
請

太

下
以

が
由

理
に

求

会
力

電
件

本

め
定

に

却
棄

て
し

と
い

な

法

要
の
求

請
査
監
民

住
る

第、
ず

知
、

り
よ

に
２

の
条

と

置
設

が
社
会
力
電

件
本

理
管

の
産
財
な
法

違
、
は

３

。
る
す
求
請

を
置
措
な

の
こ

断
判
る
す

対
に
求
請

成
平
、
は

求
請

第
法

治

６
年

内
一

に
定

規
の

項
１

第
条

る
れ

ら
め
認
と
る

あ
で
容

後
理

受
、
は
で

求
請
の
先

被
が

県
、
り
よ

に
れ
こ

に

填
補
を
害
損

の
分
当
相

っる
す

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

続
継
を

査
審
、
め

月
５

年

し
と

の
も
い
な

の
そ
、

し

第
律

の
断

判
否
許

第
）

号

で
効

無
り
あ
が

及
２

の
条

有
公

件
本
、

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

事
知

県
口
山

下
以

ら
か
）
。
う

い
と
」
社

知

成
平
、
し

対
に
請
申

平
の

た
い
て
え

超
を
間
期

２
年

こ
い
な

さ
下
を
断

か
も
に

と

第

下
以

有

の
他
の

そ
条
６
第

）
号面
水

下
以

第

有
公

件
本

下
以

。
号

、
で

の
た

い
と

」
法

治
自

１

、
り
よ

に
定
規
の

項
同

に
求
請
の
こ

理
受
の
求
請

所
、

は
て
い
つ

。
た

し
理
受
を

求
請
に
日

２
、
し

旨
要
の
求
請

２

件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

水
有

公
件

本
、
は

事

し
下

を
標

浮
灯

た
し

状
原

の
面

た
当

に

ど
な
る

せ
さ

去
撤

た
し

ら
た

も
を
れ
そ

、
り

月
係

に
求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く
づ

基

る

下
以

、
い

行
を

査
監 。

請
の

先

２
の

知
通

の
こ

に
査

審
の

中
間

期
延

遅
た

。
る

め
求
を

置
措

用
う
伴

懈
の

理
管

産
て
い

つ
に

怠

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

に
社
会
力

電
件
本

間

補
る

置
措

り
送

先

件
本

る
す
対

第
び

、
は

と
こ
た

っ
採
を

件
要

る
よ
に

書
し

だ
た

条

に
既

は
許

免
の

立
埋

面
水

る
よ

に
理
管
の

産

し
効

失

い
と
」

事

に
填

補
の

失
損

成

力
電

国
中

、
が
）
。

う

年

月

要
概

計
設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平
、

ず
ら
わ

か

了

月
２
年

日

。
う
い

と
」

為
作

不
件

本

て
し
反

に
定
規
連

関

は
）

い
と

」
面

水

、
ら

か
る
い

。
う

管
な

法
違
の

）
。
う

第
）結

の
そ

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お
と

の
記

下
を

果

具
を
件

要
的

式
形

の
定

記

い
て
し

備

五 第
法

治
自

は
て

い

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

に
う

負
を

務
義

復
回

。
る

採
を

置
措
の

ら
わ

か
か

も

件
本

こ
る

い
て

っ
怠

ず
ら

必
に

の
る
め

改
を

為
作

不

ら
か
者

の
外

以
人

求
請

要

。
う

い
と

」
求

自
た

っ
あ

当
相

に

同
に

的
質

実
と

）

請
は

て
い

つ
に
分

部
る
す

等
費

件
人

の
員

職
、

代
紙

電
件

本
を

明
説

足

用
費

の

埋
面

水
有

公

求
に

社
会

力

有
公

し
効

失
は

許
免
の

立

法
立

埋
面

水
正

大

つ
か

大
重

し
脱

潜
を

法
年

同
、

り
お

て

法
違

な
白

明

第
法

式
株

て
い
つ

治
自

び
及
条

社
会

下
以

事
工

・
更

変

会
力

電
件

本

竣

審
、

し

可
許
長

伸
間
期

功

的
理

合
る

す
要
常

通
に

査

許
に

ち
直

後
任

就
事

知
、

法
続
手

政
行
、

判
の

否

上
郡

毛
熊

律
法

年
５

成
平

理

公
先

地
島

長
字

大
町
関 、

き
づ

基
に

。
る

た
当

に ま
し

し
ま

し
行

執
を

査
監

平
、

め
認

と
の

も
る

。
す

成
月
４

年



平

審

成 年 月 日 火曜日

２

当 下 第 さ を

山 口

請 社

１

宇 １
第

県 報

査
監

の
穣

地

（号 外 ）

し
続

継
を

査

監 ８ 実 が て

え
超

力
電

件
本

間
の

そ
、

ず
ら

わ
か

か
も

に
た

い
て

と
こ

い
な

、

下
以

他
の

そ
条

６

為
作

不
件

本

し
反

に
定

規
連

関
の

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本

が
県

、
り

よ
に

れ
こ

）
。

を
害

損
の

分

延
遅

た
っ

被

法
違

求
を

置
措

る
す

填
補

管
産

財
な

当
不

は
く

し
若

成
平

、
が

事
知

理

月
５

年

大
市

部

求
請

の
査

監

に
日

波
岐

西
字

若
法

違

知
県

口
山

９
地

番

管
の

産
財

な
当

不
は

く
し

事
知

県
口

山
下

以

）
。

う
い

と
」

と
」

事
知

成
平

の
ら

か

成
平

、
し

対
に

年

月
２

年
に

日

第
表

公
号

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

行
執

を
査

監
る

係
に

求
請

成
平

の
た

し

月
６

年

の
別

は
人

求
請

、
た

ま

日

監
て

め
改

、
は

あ
で

民
住

と
い

な

な
と

こ
う

行
を

査

そ
、

は
き

と
る

れ
ら

め
認

和
昭

例
月

３
年

こ
、

て
っ

が
た

し

。
）

日

付
日

２
月

い
つ

に
求

請
の

第
査

監
山

け
号

会

。
る

す
と

果
結

の
査

山

水
有

公
件

本
る

す
対

に
社 成

平

埋
面

月
２

年う
い

と
」

任
就

事
知

、
日

て

法
続

手
政

行
、

は
）

。

関
上

郡
毛

熊
、

ら
か

る
い

当
に

理
管

な
法

違
の

大
町

に
査

審
の

中
間

期

。
る

た

の

。
る

め

、
代

紙
用

う
伴

懈

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

高

同

明
説

足
補

る
す

と
年

監
り

お
と

の
次

ら
か

穣
田

請
置

措
る

す
関

に
事

の
査

失
損

る
よ

に
理

旨
要

の
求

。
う

い

て
い

つ
に

填
補

の

会
式

株
力

電
国

中
、

が
）

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

・
更

第
）

号

査
審

、
し

了

、
で

に
定

規
の

項
４

第
条

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

同 同

員
委

査
監

県
口

山

の

っ
行

を
査

監
に

既
、

が
る

た
っ

行
に

既
、

く

求
請

た

請
を

旨
の

に
果

結
の

査
監

て

足
ば

れ
す

知
通

に
人

求

監
る

係
に

求
請

の
先

、
は

求
請

置
措

員
職

県
口

結
査て

い
つ

に

い
な
し

効
失

は
許

免
の
立

断
判

の
否

許
に

ち
直
後

も 下
を

第
律

法
年

５
成

平

水
有

公
先

地
島

長
字

）
号

面費
の

等
費

件
人

の
員
職

以

に
社

会
力

電
件

本
を

相
用

が
求
請

太
繁

嶌
河

、
め
求

社

。
た

っ
あ

下
以

竣
事
工

会
力

電
件

本

通
に

申
可
許
長

伸
間

期
功

基

間
期
的

理
合

る
す

要
常

田
高

り
お

と
の

次
、

き
づ

藤

。
す

ま
し

表
公

を
果
結

忠
田

神

理
尚

本
橋

子
律

井

求
請

の
容

内
一

同
と

郎
二

に
求

請
て

い
づ
基

い
つ
に

て
れ

さ
と

る
り

実
事
る
係る

い

平
添

別
、

る
あ

で
果

政
行

成も
を

し
写

の
」

）
知
通

年て
っ

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

）
。
う

い
と
」
社

月
５

年

、
し

対
に
請
申

平
の
ら

か成
平

た
い
て
え

超
を
間
期

２
年

こ
い
な

さ
下
を
断

か
も
に

と

第

下
以

有

の
他
の

そ
条
６
第

）
号面
水

下
以

、
り
よ

に
れ
こ

有
公

件
本

害
損

の
分
当
相

っ
被

が
県

同
、
で

の
た

る
す

填
補
を

請
１

、
り

よ
に
定
規
の

項

つ
に

求
請
の
こ

理
受
の
求

所
、

は
て
い

。
た

し
理
受
を

求
請
に
日

旨
要
の
求
請

２

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

事
知

県
口
山

下
以 つ
に
求
請

査
監
の
記

上

知

平

口
山

様
穣

田
高

監
て

い

成
月

４
年

第

の
求

請
に
日

下
以

。
号

許
し

と
の

い
と

」
法

治
自

）
号

措
り

送
先

の
断

判
否

第
第

び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条の
立

埋

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

し
置
設
が

社
会
力
電

件

、

理
管

の
産
財
な

法

浮
灯
た

第

。
る
す

求

、
り

た
当
に

の
理

管
産

果
結

の
査
監

２

て
い

つ
に

怠
懈

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

成

補
る

年

月

要
概

計
設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平
、

ず
ら
わ

か

了

月
２
年

日

。
う
い

と
」

為
作

不
件

本

て
し
反

に
定
規
連

関

は
）

い
と

」
面

水

、
ら

か
る
い

遅
た

管
な

法
違
の

）
。
う

う
伴
に

査
審
の
中

間
期
延

。
る

め
求
を

置
措

用

お
と

の
記

下
を

果
結

の
そ

要
的

式
形

の
定

記

知
通
り

管
の

産

い
て

し
備
具

を
件

に
填

補
の
失

損
る

よ
に

理

中
、

が
）

。
う

い
と

」
事

次
を

果
結
た
し

査

力
電

国

職
県

平 平 求
請

り
お

と
の

て
い

つ
に
求
請

置
措
員

と
こ
の

こ
た

し
ま

り
あ

通

第
）
。

う

て
い
つ

に

採
を

置

定
規

の
項

４
第

条

面
水

有
公

、
は

と
こ

た
っ

を
件

要
る
よ
に

書
し
だ

た

効
失

に
既

は
許

免

し
脱
潜

有
公

件
本

同
、

り
お

て
し

を
標

義
復

回
状

原
の

面
水

置
措

の
ど

な
る

せ
さ

去
撤

本
た
し
ら

た
も
を
れ

そ

を

件
本

を
明

説
足

為
作

不
件

工
・

更
変

求
に

社
会

力
電

し

可
許

長
伸
間

期
功

竣
事

合
る

す
要

常
通
に

査
審

、

ち
直

後
任

就
事

知
、

的
理

続
手

政
行

、

判
の

否
許

に

法

上
郡

毛
熊

律
法

年
５

成
平

理

公
先

地
島

長
字

大
町
関員

職
、

代
紙

。
る
た

当
に ま
し

用
費

の
等
費

件
人

の

平
、

め
認

と
の

も
る

。
す

成

社
会

式
株

て
い

つ

月
４

年

下
以

会
力

電
件
本

。
た

し
知

通
て

宛
人

第
査

監
山

成

号

年
月

６
）
年

）
知

員
委
査

監
県

口
山

日

法
治

自
方

地
、

和
昭

査
監

、
き

づ
基

に

律
法

年

法
立

埋

し
ま

し
行

執
を

正
大

第
律

法
年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

務

第
法

治
自

方
地

び
及

条

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

本
、

の
る

め
改

を

違
、

は
と

こ

請
を

置
措

な
要
必

に

六



平成

１
第

年 月 日 火曜日

査
監

治
俊

地

山 口 県

監 ８ 実 が て

報

に 求 一 治

３

（号 外 ）

求
請

の
査

監

第
表

公
号

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

執
を

査
監

る
係

に
求

請
の

成
平

た
し

行

月
６

年

の
別

は
人

求
請

、
た

ま

日

監
て

め
改

、
は

あ
で

民
住

と
い

な

な
と

こ
う

行
を

査

そ
、

は
き

と
る

れ
ら

め
認

和
昭

例
月

３
年

こ
、

て
っ

が
た

し

。
）

日

付
日

２
月

い
つ

に
求

請
の

第
査

監
山

け
号

な

。
る

す
と

果
結

の
査

山

求
請

。
る

す
求

請
を

置
措

求
請

の
こ

断
判

る
す

対
に

成
平

、
は

月
６

年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

れ
ら

め
認

と
る

あ
で

容
内

受
、

は
で

求
請

の
先

。
る

な
が

由
理

に

査
監

に
後

理

め
定

、
し

却
棄

て
し

と
い

件
要

の
求

請
査

監
民

住
る

、
し

続
継

を
査

審
、

め

を

し
と

の
も

い
な

本
間

の
そ

第
律

送
先

の
断

判
否

許

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

法

面
水

有
公

件
本

、
で

効

第
は

事
知

、
り

よ
に

２
の

条

設
が

社
会

力
電

件
本

、
ず

財
な

法
違

、
は

と

た
し

置

第
）

号

同

当
に

理
管

の
産

で
の

に
定

規
の

項
４

第
条

、
り

よ
に

定
規

の
項

同
、

同 同

員
委

査
監

県
口

山

そ

っ
行

を
査

監
に

既
、

が
る

た
っ

行
に

既
、

く

求
請

た

請
を

旨
の

に
果

結
の

査
監

て

足
ば

れ
す

知
通

に
人

求

監
る

係
に

求
請

の
先

、
は

求
請

置
措

員
職

県
口

結
査て

い
つ

に

係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く

求
請

る

下
以

こ
、

い
行

を

」
求

請
の

先

２
の

知
通

の

２

相
にい
つ

に
分

部
る

す
当

相
に

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

て

に
社

会
力

電
件

と
た

し
下

置
措

り

有
公

件
本

る
す

対

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採
を

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

有
公

件
本

、

お
て

し
効

失

標
浮

灯

復
回

状
原

の
面

水

措
の

ど
な

る
せ

さ
去

撤
を

し
ら

た
も

を
れ

そ
、

り
た

き
づ

基

太
繁

嶌
河

件
本

た

結
の

林
松

り
お

と
の

次
、

井
藤

。
す

ま
し

表
公

を
果

二
忠

田
神

理
尚

本
橋

子
律

に
求

請
の

容
内

一
同
と

郎

係
に

求
請

て
い

づ
基

い
つ

い
て

れ
さ

と
る
り

実
事
る

る平
添

別
、

る
あ

で
果

政
行

成も
を

し
写

の
」

）
知
通

年

あ
ら

か
者

の
外

以
人

て
っ

実
と

）
。

う
い

と

自
た
っ

に
分

部
る

す
当

同
に

的
質

第
法

治
自

は

請
は
て

い
つ

。
る

あ
で

ろ
こ

項
１

第
条

効
失
は

許
免

の
立

埋
面

水

法
立

埋
面
水

し

正
大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

う
負

を
務

義

治
自
び

及
条

ら
採

を
置

ら
わ

か
か

も
に

為
作
不

こ
る
い
て

っ
怠

ず

請
１

要
必
に
の

る
め

改
を

請
査
監
の
記

上

理
受
の
求

治
俊

林
松

監
て
い

つ
に
求

成
平

口
山

様

月
４
年

第

の
求

請
に
日

下
以

。
号

、
で

の
た

い
と

」
法

治
自

の

、
り

よ
に
定
規
の

項
同

り
送

先
の

断
判

否
許

し
と

第
）

号

措

第
び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条の
立

埋

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

し
置
設
が

社
会
力
電

件

、

理
管

の
産
財
な

法

浮
灯
た

第

。
る
す

求

、
り

た
当
に

こ
い
な

さ

果
結

の
査
監

２

と
下
以の

他
の
そ
条
６

第

不
件
本

下

に
定
規

連
関

う
い

と
」
面
水
有

公
件
本

っ
被

が
県
、
り

よ
に
れ
こ

す
填
補
を

害
損
の
分

当

た

は
く

し
若
法
違

２

置
措
る

平
、
が
事
知

産
財
な

当
不

成
月
５

年

間
の
そ
、
し

続
継
を
査

審

１
東
中

敷
吉
市
口

山

件
本

若
法
違

１

口
山 番
９

目
丁

口
山

産
財
な

当
不
は
く

し

事
知

県
下

以か
）
。

う
い
と
」

社

事
知

平
、
し
対
に

請

成
平
の

ら

成
月
２

年

か
か
も
に
た

い
て
え
超

を

次
を

果
結
た

し
査

記

ら
わ

職
県

平 平 求
請

り
お

と
の

て
い

つ
に
求
請

置
措
員

と
こ
の

こ
た

し
ま

り
あ

通

第
）
。

う

て
い
つ

に

結
の

そ

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お
と

の
記

下
を

果

公
、
は

と
こ

た
っ
採

を
置

る
よ

に
書
し

だ
た

面
水

有

既
は

許
免

し
脱

潜
を
件

要

本

同
、

り
お

て
し

効
失

に

復
回

状
原

の
面

水
有

公
件

ど
な

る
せ
さ

去
撤

を
標

義

ら
た

も
を

れ
そ

を
置
措

の

」
為

作

為
作
不

件
本

た
し

手
政

行
、
は

）
。

う
い

と

毛
熊

、
ら

か
る

い
て

し
反

管
な

法
違
の
）

。

関
上

郡

間
期
延

遅

。
る

た
当

に
理

を

紙
用

う
伴

に
査
審
の

中

懈
の
理

管

。
る

め
求

限
期
、

に
日

て
い
つ
に

怠

力
電

足
補

る
す

と
年
１
を

有
公

件
本

る
す

対
に

社
会

水

と
の

次
ら

か
治

俊
林

松
号

置
措

る
す

関
に
事

知
県

お

る
よ

に
理

管
の

要
の

求
請

い
と

」

つ
に
填

補
の

失
損

株
力

電
国

中
、
が

）
。

う

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平

、
ず

、
し
了

月
２

年
事

知
、

日

七

。
た

し
知

通
て

宛
人

第
査

監
山

成

号

年
月

６
）
年

）
知

員
委
査

監
県

口
山

日

法
治

自
方

地
、

和
昭

査
監

、
き

づ
基

に

律
法

年

。
す

ま
し

し
ま

し
行

執
を

法
立

埋
正

大
第

律
法

年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

務

第
法

治
自

方
地

び
及

条

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

本
、

の
る

め
改

を

違
、

は
と

こ

法
続

請
を

置
措

な
要
必

に

第
律

法
年

５
成
平

公
先

地
島

長
字

大
町

）
号

面
水

有等
費

件
人

の
員
職

、
代

以

電
件

本
を

明
説

相
用

費
の

立
埋
面

、
め

求
に
社

会
力

も
い
な

し
効
失

は
許

免
の

た
っ

あ
が

求
請

の
査

監
り

社
会

式 て
い 旨

。

下
以

竣
事

工
・

更

会
力

電
件

本

査
審

申
可

許
長
伸

間
期

功

期
的

理
合

る
す

要
常

通
に

の
否

許
に

ち
直

後
任
就

間下
を

断
判



平

実 が

成 年 月 日 火曜日

て に 求 一 治

山 口

３

県 報 （号 外 ）

２

き
と

る
れ

ら
め

認
と

い
な

和
昭

例

そ
、

は

月
３

年

平
、

は
求

請
の

こ

。
）

日

成
月

６
年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

れ
ら

め
認

と
る

あ
で

容
内

受
、

は
で

求
請

の
先

。
る

な
が

由
理

に

査
監

に
後

理

め
定

、
し

却
棄

て
し

と
い

件
要

の
求

請
査

監
民

住
る

の
別

は
人

求
請

、
た

ま

を

監
て

め
改

、
は

あ
で

民
住

も
い

な

な
と

こ
う

行
を

査

送
先

の
断

判
否

許
し

と
の

第
律

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

法

面
水

有
公

件
本

、
で

効

第
は

事
知

、
り

よ
に

２
の

条

設
が

社
会

力
電

件
本

、
ず

財
な

法
違

、
は

と

た
し

置

を
置

措
な

当
に

理
管

の
産

す
対

に
求

請

。
る

す
求

請

こ
い

な
さ

下
を

断

断
判

る

と
下

以

第

本

関
の

他
の

そ
条

６
第

）
号面

水
有

連

下
以よ

に
れ

こ

面
水

有
公

件
本

当
相

遅
た

っ
被

が
県

、
り

措
る

す
填

補
を

害
損

の
分

な
当

不
は

く
し

若
法

違

置

成
平

、
が

事
知

管
産

財月
５

年、
し

続
継

を
査

審
、

め

日

つ
に

求
請

の
こ

本
間

の
そ

請
に

日

の
定

所
、

は
て

い

の
求

請

。
た

し
理

受
を

求

当
不

は
く

し
若

法
違

旨
要

事
知

県
口

山

の
産

財
な

下
以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か成
平

、
し

対
に

請
申

月
２

年も
に

た
い

て
え

超
を

間
期

に
人

求
請

を
旨

の

わ
か

か

で
け

付
日

足
ば

れ
す

知
通

く

求
請

る
係

に
求

請
の

こ

求
請

下
以

こ
、

い
行

を

」
求

請
の

先

２
の

知
通

の

２

相
にい
つ

に
分

部
る

す
当

相
に

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

て

監
に

既
、

が
る

と
た

し
下

既
、

く

求
請

た
っ

行
を

査

に
果

結
の

査
監

た
っ

行
に

は
と

こ
た

っ
採

を
置

措
り

有
公

、件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

有
公

件
本

、

お
て

し
効

失

標
浮

灯

復
回

状
原

の
面

水

措
の

ど
な

る
せ

さ
去

撤
を

し
ら

た
も

を
れ

そ
、

り
た

い
と

」
為

作
不

件

件
本

た

反
に

定
規

行
、

は
）

。
う

」

毛
熊

、
ら

か
る

い
て

し

管
な

法
違

の
）

。
う

い
と

に
査

審
の

中
間

期
延

に
理

。
る

め
求

を

代
紙

用
う

伴

懈
の

理

を
限

期
、

に

て
い

つ
に

怠

電
件

説
足

補
る

す
と

年
１

公
件

本
る

す
対

に
社

会
力

し
備

具
を

件
要

的
式

形

有

損
る

よ
に

理
管

も
る

い
て

う
い

と

い
つ

に
填

補
の

失

式
株

力
電

国
中

、
が

）
。

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

が
間

期
理

処
準

標
に

日

更

成
平

、
ず

ら

、
し

了
満

月
２

年

い
て

れ
さ

と
る
り

知
、

日

る あ
ら

か
者

の
外

以
人

政
行

実
と

）
。

う
い

と

自
た
っ

に
分

部
る

す
当

同
に

的
質

第
法

治
自

は

請
は
て

い
つ

。
る

あ
で

ろ
こ

項
１

第
条

つ
に
求

請
の

容
内

一
同

と

る
係

に
求

請
て

い
づ

基

い

法
立

埋
面
水

実
事

正
大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

う
負

を
務

義

治
自
び

及
条

ら
採

を
置

ら
わ

か
か

も
に

為
作
不

こ
る
い
て

っ
怠

ず

手
政

要
必
に
の

る
め

改
を 法

続

町
関

上
郡

律
法
年
５

成
平

る
た

当

公
先
地
島

長
字

大

の
等

費
件

人
の

員
職
、

。

社
会

力
電

件
本

を
明

用
費

は
許

免
の

立
埋

面
水

求
に

成
平

、
め

認
と
の

し
効
失

社
会 て

月
４
年

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

に
査
審

可
許
長
伸

間
期

功

就
事

的
理
合
る

す
要

常
通

判
の
否
許

に
ち

直
後

任

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

被
が
県
、
り

よ
に
れ
こ

、

填
補
を

害
損
の
分

当

た
っ

く
し
若
法
違

２

置
措
る

す

、
が
事
知

産
財
な

当
不
は成
平

月
５

年

間
の
そ
、
し

続
継
を
査

審

の
断

判
否

許
し

と
の

件
本

第
）

号

措
り

送
先

第
び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条

し
若
法
違

１

口
山

の
立

埋

県
口

山

産
財
な

当
不
は
く事
知

下
以か

）
。

う
い
と
」

社

事
知

平
、
し
対
に

請

成
平
の

ら

成
月
２

年

か
か
も
に
た

い
て
え
超

を

と
こ
い
な

さ

ら
わ

下
以の

他
の
そ
条
６

第

不
件
本

下

に
定
規

連
関

う
い

と
」
面
水
有

公
件
本 成
平

月
６

年

部
宇

求
請

の
査
監

１
第

日

波
際

字
大
市

こ
、
て

っ
が
た
し

１
地

番

け
付
日
２
月

８

に
求

請
の

第
査
監
山

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

第
表
公
査
監

号

法
治

自
方

地
和

昭

係
に
求
請
の

江
靜

律
法

年

有
公

件
本

行
執

を
査
監
る

延
遅

義
復

回
状

原
の

面
水

用
う

伴
に

査
審
の
中

間
期

懈
の
理

管

。
る

め
求

を

紙

限
期
、

に
日

て
い
つ
に

怠

力
電

足
補

る
す

と
年
１
を

有
公

件
本

る
す

対
に

社
会

、
は

と
こ

た
っ

採
を

置

水

よ
に

書
し

だ
た

面
水

有
公

は
許

免

し
脱

潜
を
件

要
る

同
、

り
お

て
し

効
失

に
既

請
置
措

る
す

関
に
事

知
県

損
る
よ

に
理
管

の

要
の

求

う
い

と
」

つ
に

填
補
の

失

株
力

電
国

中
、

が
）

。

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平

、
ず

、
し
了

月
２

年う
い

と
」

為
作

事
知

、
日

て
し

反

手
政

行
、
は

）
。

関
上

郡
毛

熊
、
ら

か
る

い

当
に

理
管
な

法
違
の
）

。

同 同

査
監

県
口

山

。
る
た

と
の

次
ら

か
江
靜
杉

高

同

先
、

は
て

い
つ

査
監

り
お

監
る

係
に

求
請
の

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

第

い
つ

第
）

号

で
の

た
し

規
の

項
４

第
条

務

り
よ

に
定
規

の
項

同
、

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

費
件

人
の

員
職

、
代

本
、

件
本

を
明

説

相
用

費
の

等

埋
面

、
め

求
に

社
会

力
電

い
な

し
効
失

は
許

免
の

立

法
立

埋

も

正
大

第
律

法
年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

旨

第
法

治
自

方
地

び
及

条

社
会

式 て
い

下
以

竣
事

工
・

更

会
力

電
件

本

査
審

申
可

許
長
伸

間
期

功

期
的

理
合

る
す

要
常

通
に

の
否

許
に

ち
直

後
任
就

間

法
続

下
を

断
判第
律

法
年

５
成
平

公
先

地
島

長
字

大
町

）
号

面
水

有 尚
本

橋

子
律

井
藤

員
委

以

太
繁

嶌
河

郎
二
忠

田
神

理

結
査

。
た

っ
あ

が
求

請
の

成
平
添

別
、

る
あ

で
果

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

と
の

次
、

き
づ

基
に

定

て

を
果

結
の

そ
、

杉
高

り
お

。
す

ま
し

表
公 八



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

２

報

第

平

１

の
た

（号 外 ）

第
律

上 ２
第

求 法 件

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

断

面
水

有
公

件
本

、
で

効

と
こ

い
な

さ
下

を
下

以

第

本

関
の

他
の

そ
条

６
第

）
号面

水
有

連

下
以よ

に
れ

こ

面
水

有
公

件
本

当
相

遅
た

っ
被

が
県

、
り

措
る

す
填

補
を

害
損

の
分

な
当

不
は

く
し

若
法

違

置

成
平

、
が

事
知

管
産

財月
５

年、
し

続
継

を
査

審
、

め

日

し
と

の
も

い
な

本
間

の
そ

請
の

こ

送
先

の
断

判
否

許

の
定

所
、

は
て

い
つ

に
求

。
た

し
理

受
を

求
請

に
日

く
し

若
法

違

旨
要

の
求

請

県
口

山

の
産

財
な

当
不

は

事
知

下
以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か成
平

、
し

対
に

請
申

月
２

年も
に

た
い

て
え

超
を

間
期

口
山

様
江

靜
杉

高

わ
か

か

成

職
県

月
４

年以
。

号

り
あ

の
求

請
に

日

下

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

社
会

力
電

理
受

の
求

請

の

な

を
標

浮
灯

た
し

置
設

が

、
り

た
当

に
理

管
の

産
財

果
結

の
査

監

。
る

す

れ
そ

て
い

つ
に

求
請

査
監

の
記

し
査

監

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

」
為

作
不

件

お
て

し
効

失

定
規

行
、

は
）

。
う

い
と

熊
、

ら
か

る
い

て
し

反
に

法
違

の
）

。
う

い
と

」

毛

審
の

中
間

期
延

に
理

管
な

め
求

を

代
紙

用
う

伴
に

査

懈
の

理

。
る

を
限

期
、

に

て
い

つ
に

怠

電
件

説
足

補
る

す
と

年
１

公
件

本
る

す
対

に
社

会
力

と
こ

た
っ

採
を

置
措

り

有

を
件

要
的

式
形

有
公

、
は

に
理

管

も
る

い
て

し
備

具

い
つ

に
填

補
の

失
損

る
よ

電
国

中
、

が
）

。
う

い
と年

式
株

力

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

が
間

期
理

処
準

標
に

日

更

成
平

、
ず

ら

、
し

了
満

月
２

年 つ
に

求
請

置
措

員

知
、

日

て
い

と
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

第
）

地
、

て
い

つ
に

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

ど
な

る
せ

さ
去

撤

記

ま
し

ら
た

も
を

ら
採

を
置

措
の

た

改
を

為
作

不
件

本
た

し

求
請

り
お

と
の

次
を

果
結

平

宛
人成
平

違
な
白

明
つ

か
大

重
し
脱

第
法

同
、

り

法

法
続

手
政

治
自
び
及

条

町
関

上
郡

律
法
年
５

成
平

る
た

当

公
先
地
島

長
字

大

の
等

費
件

人
の

員
職
、

。

社
会

力
電

件
本

を
明

用
費

は
許

免
の

立
埋

面
水

求
に

法
立

埋
面

水

し
効
失

正
大 成
平

、
め

認
と
の

法
年

社
会 て

月
４
年

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

に
査
審

可
許
長
伸

間
期

功

就
事

的
理
合
る

す
要

常
通

山

判
の
否

許
に

ち
直

後
任

法
治

自
方

員
委

査
監

県
口

和
昭

執
を

査
監

、
き

づ

律
法
年

て
っ

怠
ず

。
す

し
ま

し
行

の
る
め

違
、
は
と

こ
る

い

通
て

請
を
置
措

な
要

必
に

第
査

監
山

。
た

し
知

年

号

月
６

）
年

当
不
は
く

し
若
法
違

１

日

事
知

県
口

山

産
財

な

下
以

成
平

事
知

月
６

年

部
宇

求
請

の
査
監

１
第

日

波
岐
西

字
大
市

、
て

っ
が
た
し

口
山 地
番

付
日
２
月

８

に
求

請
の
こ

第
査
監
山
け

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

第
表
公
査
監

号

法
治

自
方

地
和

昭

る
係
に
求
請

の
香

律
法

年

で
容
内

一

し
行
執

を
査
監

の
先

る
れ
ら

め
認
と
る

あ

求

に
後
理

受
、
は
で

求
請

棄
て

し
と

い
な

が
由

理
に

請
査
監
民

住
る
め
定

に

却

は
人
求

請
、
た
ま

要
の

求

て
め
改
、
は

て

民
住
の

別

と
い
な

が

こ
う
行

を
査
監

例
実

は
き
と

る
れ
ら
め

認

和
昭

月
３
年

第
法

。
）

日

、
ず

知
、

り
よ

に
２

の
条

と

置
設

が
社
会
力
電

件
本

理
管

の
産
財
な
法

違
、
は

３

。
る
す
求
請

を
置
措
な

の
こ

断
判
る
す

対
に
求
請

成
平
、
は

求
請

第
法

治

６
年

管
の に

定
規

の
項

１
第

条

に
填
補
の

失
損
る
よ

に
理

中
、

が
）

。
う

い
と

」

つ

同

査
監
県

口
山

株
力

電
国

の
次
ら
か

香
田
高

９

同 同

す
関

に
事

知
県

監
り

お
と

て
い

つ

要
の

求
請
置

措
る

監
る

係
に
求

請
の
先
、

は

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

第

い
つ

第
）

号

、
で

の
た

規
の

項
４

第
条

。

、
り

よ
に
定

規
の
項
同

知
通

の
こ
、

い
行
を
査

監
２

の

２
、

し件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

監
に
既

、
が
る
あ

で

し
下

既
、

く
な

と

た
っ

行
を
査

そ
、

結
の

査
監
た

っ
行
に

す
知
通

に
人
求
請

を
旨
の

面
水

有
公

件
本

、
は

事

れ

撤
を

標
浮
灯
た

し

状
原

の

り
た
当

に

ど
な

る
せ

さ
去

月

た
し

ら
た

も
を
れ
そ

、

係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く
づ

基

る

下
以

請
の

先

九

社
会

式 て
い

下
以

律
井

藤
員

委

会
力

電
件

本

郎
二
忠

田
神

理
尚

本
橋

子

あ
が
求

請
の

査

太
繁

嶌
河

る
あ

で
果

結
査旨

。
た
っ

成
平

添
別
、

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

と
の

次
、

き
づ

基
に

定

て

公
を

果
結

の
そ

田
高

り
お

る
す

当
相

に

。
す

ま
し

表

て
い

請
は
て

い
つ

に
分

部

第
法

治
自

は

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

の
容

内
一

同
と

求
請

。
る

い
づ

基
に
果

い
つ

に
求
請

足
ば

実
事

る
係
に

求
請

て

る
い

て
れ

さ
と

る
り

に
う

負
を

務
義

復
回

政
行

採
を

置
措

の

ら
わ

か
か

も

件
本

こ
る
い

て
っ

怠
ず

ら

必
に

の
る

め
改

を
為
作

不

ら
か

者
の

外
以
人

求
請

要

。
う

い
と

」
求

自
た

っ
あ

同
に

的
質

実
と

）



平

２

成 年 月 日 火曜日

第

平

１

の
た

山 口

上 ２
第

求 法

県 報

効 号 の 審

２

件

（号 外 ）

の
求

請

当 下 第 さ を 請 社

当
不

は
く

し
若

法
違

旨
要

成

職
県

口
山

の
産

財
な

月
４

年以
。

号

り
あ

の
求

請
に

日

下

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

求
請

の
こ

理
受

の
求

請

の

日

の
定

所
、

は
て

い
つ

に

な

。
た

し
理

受
を

求
請

に

、
り

た
当

に
理

管
の

産
財

果
結

の
査

監

。
る

す

れ
そ

て
い

つ
に

求
請

査
監

の
記

若
法

違

様
香

田
高

し
査

監

理
管

産
財

な
当

不
は

く
し

成
平

、
が

事
知

月
５

年の
そ

、
し

続
継

を
査

に
日

判
否

許
し

と

力
電

件
本

間

第
）

を
置

措
り

送
先

の
断

第
び

及
２

の
条

水
有

公
件

本
、

で

だ
た

条

許
免

の
立

埋
面

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

置
設

が
社

会
力

電

件
本

、

う
い

と
」

を
標

浮
灯

た
し

成
平

の
ら

か
）

。

成
平

、
し

対
に

年

月
２

年か
も

に
た

い
て

え
超

に
日

と
こ

い
な

、
ず

ら
わ

か

下
以

他
の

そ
条

６

為
作

不
件

本

し
反

に
定

規
連

関
の

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本

が
県

、
り

よ
に

れ
こ

）
。

を
害

損
の

分

延
遅

た
っ

被

理
管

求
を

置
措

る
す

填
補

つ
に

填
補

の
失

損
る

よ
に

て
い

つ
に

求
請

置
措

員

い

と
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

第
）

地
、

て
い

つ
に

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

具
を

件
要

的
式

形

記

ま
し

ら
た

も
を

も
る

い
て

し
備

た

改
を

為
作

不
件

本
た

し

求
請

り
お

と
の

次
を

果
結

平

宛
人成
平

懈
の

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

社
会

明
説

足
補

る
す

と
年

面
水

有
公

件
本

る
す

対
に

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採

埋

要
る

よ
に

書
し

立
埋

面
水

に
既

は

大
重

し
脱

潜
を

件

第
法

同
、

り
お

て
し

効
失

義
復

回
状

原
の

面
水

有
公

の
ど

な
る

せ
さ

去
撤

を
務

ら
採

を
置

措

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

・
更

成
平

査
審

、
し

了

月
２

年う
い

と
」

任
就

事
知

、
日

て

法
続

手
政

行
、

は
）

。

関
上

郡
毛

熊
、

ら
か

る
い

当
に

理
管

な
法

違
の

大
町

に
査

審
の

中
間

期

。
る

た

て

。
る

め

、
代

紙
用

う
伴

法
治

自
方

和
昭

執
を

査
監

、
き

づ

律
法
年

め
認

と
の

。
す

し
ま

し
行

成
平

、

な
要

必
に

の
る
め

月
４
年

。
た

し
知

通
て

請
を
置
措

第
査

監
山年

号

月
６

）
年

本
を

員
委

査
監

県
口

山

日

立

、
め
求
に

社
会

力
電

件

も
い
な

し
効

失
は

許
免

の法
正

大
第

律
法

年

り
あ
が

法
違

な
白

明
つ
か

無

負

第
法

治
自

方
地

び
及

条

本
、
ず

ら
わ

か
か

も
に

う

、
は

と
こ

る
い

て
っ

怠
ず

竣
事

工

違

通
に

申
可
許
長

伸
間

期
功

後

間
期
的
理

合
る

す
要

常

下
を
断

判
の

否
許

に
ち

直

第
律

法
年

５
成

平

水
有

公
先

地
島

長
字

）
号

面費
の

等
費

件
人

の
員
職

以

る
す
と

果
結
の
査

監

相
用

し
と

い
な

が
由

理
に

求

。

監
民

住
る
め
定

に

却
棄

て

求
請
、
た
ま

要
の

求
請
査

改
、
は

て

民
住
の

別
は
人

な
が

こ
う
行

を
査
監
て

め

は
き
と

る
れ
ら
め

認
と
い

和
昭
例

実
月
３
年

こ
、
て

っ
が
た
し

。
）

日

け
付
日
２
月

８

に
求

請
の

第
査
監
山

が
社
会
力
電

件
本
、
ず

号

産
財
な
法

違
、
は
と

置
設

す
求
請

を
置
措
な

理
管
の

判
る
す

対
に
求
請

３

。
る成

平
、
は

求
請
の
こ

断

第
法

治

６
年

内
一

に
定

規
の

項
１

第
条

る
れ

ら
め
認
と
る

あ
で
容

後
理

受
、
は
で

求
請
の
先

填
補
を
害
損

の
分
当
相

に る
す

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

続
継
を

査
審
、
め

月
５

年

し
と

の
も
い
な

の
そ
、

し

第
律

の
断

判
否
許

第
）

号

で
効

無
り
あ
が

及
２

の
条

第
法

有
公

件
本
、

口
山

知
、
り

よ
に

２
の

条

事
知

県
下

以

ら
か
）
。
う

い
と
」
社

知

成
平
、
し

対
に
請
申

平
の

た
い
て
え

超
を
間
期

２
年

こ
い
な

さ
下
を
断

か
も
に

と

第

下
以

有

の
他
の

そ
条
６
第

）
号面
水

下
以

、
り
よ

に
れ
こ

有
公

件
本

２
、
し

っ
被

が
県

件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

監
に
既

、
が
る
あ

で

し
下

既
、

く
な

と

た
っ

行
を
査

そ
、

結
の

査
監
た

っ
行
に

す
知
通

に
人
求
請

を
旨
の

求
請

の
先
、

は
て
い

つ

れ監
る

係
に

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

去
撤
を

標
浮
灯
た

し

い
つ

、
り

た
当

に

ど
な

る
せ
さ

月

た
し

ら
た

も
を
れ
そ

係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く
づ

基

る

下
以

、
い

行
を

査
監 。

請
の

先

２
の

知
通

の
こ

理
管

産

。
る

め
求
を
置

措

懈
の

て
い

つ
に

怠

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

に
社
会
力

電
件
本

間

補
る

置
措

り
送

先

件
本

る
す
対

第
び

、
は

と
こ
た

っ
採
を

件
要

る
よ
に

書
し

だ
た

条

に
既

は
許

免
の

立
埋

面
水

有
公

件
本

、
は

事

し
効

失

う
い
と

」
事

状
原

の
面

水

成

力
電

国
中
、

が
）
。

年

月

要
概

計
設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平
、

ず
ら
わ

か

了

月
２
年

日

。
う
い

と
」

為
作

不
件

本

て
し
反

に
定
規
連

関

は
）

い
と

」
面

水

、
ら

か
る
い

遅
た

管
な

法
違
の

）
。
う

う
伴
に

査
審
の
中

間
期
延

第
法

治
自

は
て

い

用

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

の
容

内
一

同
と

求
請

。
る

い
づ

基
に
果

い
つ

に
求
請

足
ば

実
事

る
係
に

求
請

て

る
い

て
れ

さ
と

る
り

別
、

る
あ

で
果

結
査

政
行

成
平

添

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

っ
怠

ず
ら

採
を

置
措
の

て

を
為

作
不

件
本

こ
る

い
て

人
求

請

要
必
に

の
る
め

改

自
た

っ
あ

ら
か
者

の
外

以

質
実

と
）

。
う

い
と

」
求

分
部
る

す
当

相
に

同
に

的

を
明

説
足

請
は
て

い
つ

に

有
公

求
に

社
会

力
電

件
本

効
失

は
許

免
の

立
埋

面
水

法
立
埋

面
水

有
公

し

正
大

つ
か

大
重

し
脱

潜
を

法
年

同
、

り
お

て

法
違

な
白

明

第
法

を
務

義
復

回

治
自

び
及

条

式
株

ら
わ

か
か

も
に

う
負

社
会

下
以

事
工

・
更

変

会
力

電
件

本

竣

審
、

し

可
許
長

伸
間
期

功

的
理

合
る

す
要
常

通
に

査

許
に

ち
直

後
任

就
事

知
、

法
続
手

政
行
、

判
の

否

上
郡

毛
熊

律
法

年
５

成
平

理

公
先

地
島

長
字

大
町
関員

職
、

代
紙

。
る
た

当
に

用
費

の
等
費

件
人

の 一
〇



平成

求 法

年 月 日 火曜日

効 号 の 審

２

件

山 口 県

当 下 第 さ を 請 社

報

１

宇 １
第

（号 外 ）

査
監

に
理

管
の

産
財

な

恵
清

地

違

。
る

す

れ
そ

、
り

た
当

産
財

な
当

不
は

く
し

若
法

成
平

、
が

事
知

理
管

月
５

年の
そ

、
し

続
継

を
査

に
日

判
否

許
し

と

力
電

件
本

間

第
）

を
置

措
り

送
先

の
断

第
び

及
２

の
条

水
有

公
件

本
、

で

だ
た

条

許
免

の
立

埋
面

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

置
設

が
社

会
力

電

件
本

、

う
い

と
」

を
標

浮
灯

た
し

成
平

の
ら

か
）

。

成
平

、
し

対
に

年

月
２

年か
も

に
た

い
て

え
超

に
日

と
こ

い
な

、
ず

ら
わ

か

下
以

他
の

そ
条

６

為
作

不
件

本

し
反

に
定

規
連

関
の

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本

が
県

、
り

よ
に

れ
こ

）
。

を
害

損
の

分

延
遅

た
っ

被

査
監

求
を

置
措

る
す

填
補

波
岐

西
字

大
市

部

求
請

の

地
番

く
し

若
法

違

知
県

口
山

三

口
山

管
の

産
財

な
当

不
は

事
知

県
下

以
と

」
事

知

第
表

公
号

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

執
を

査
監

る
係

に
求

請
の

成
平

た
し

行

月
６

年

不
件

本
た

し
ら

た
も

を

日

懈
の

改
を

為
作

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

社
会

明
説

足
補

る
す

と
年

面
水

有
公

件
本

る
す

対
に

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採

埋

要
る

よ
に

書
し

立
埋

面
水

に
既

は

大
重

し
脱

潜
を

件

第
法

同
、

り
お

て
し

効
失

義
復

回
状

原
の

面
水

有
公

の
ど

な
る

せ
さ

去
撤

を
務

ら
採

を
置

措

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

・
更

成
平

査
審

、
し

了

月
２

年う
い

と
」

任
就

事
知

、
日

て

法
続

手
政

行
、

は
）

。

関
上

郡
毛

熊
、

ら
か

る
い

当
に

理
管

な
法

違
の

大
町

に
査

審
の

中
間

期

。
る

た

同

。
る

め

、
代

紙
用

う
伴 と
の

次
ら

か
恵

清
戸

同 同

る
す

関
に

事

の
査

監
り

お

よ
に

理

旨
要

の
求

請
置

措

て
い

つ
に

填
補

の
失

損
る

力
電

国
中

、
が

）
。

う
い

第
）

号

会
式

株

で
の

に
定

規
の

項
４

第
条

、
り

よ
に

定
規

の
項

同
、

る
め

員
委

査
監

県
口

山

そ

を

請
を
置
措

な
要

必
に

の

、
め
求

に
社

会
力

電
件

本

い
な
し

効
失

は
許

免
の

立

法

も

正
大

第
律

法
年

り
あ
が

法
違

な
白

明
つ
か

無

負

第
法

治
自

方
地

び
及

条

本
、
ず

ら
わ

か
か

も
に

う

、
は

と
こ

る
い

て
っ

怠
ず

竣
事

工

違

通
に

申
可
許
長

伸
間

期
功

後

間
期
的
理

合
る

す
要

常

下
を
断

判
の

否
許

に
ち

直

第
律

法
年

５
成

平

水
有

公
先

地
島

長
字

）
号

面費
の

等
費

件
人

の
員
職

以

二
忠

田
神

理
尚

本
橋

相
用

っ
あ

が
求

請

太
繁

嶌
河

郎

社

。
た

下
以

次
、

き
づ

基

会
力

電
件

本

を
果

結
の

戸
三

り
お

と
の

子
律

井
藤

。
す

ま
し

表
公

設
が

社
会
力
電

件
本
、
ず

の
産
財
な
法

違
、
は
と

置

が
県
、
り
よ

に
れ
こ

理
管

補
を
害
損

の
分
当
相

っ
被

る
す
填

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

続
継
を

査
審
、
め

月
５

年

し
と

の
も
い
な

の
そ
、

し

第
律

の
断

判
否
許

第
）

号

で
効

無
り
あ
が

及
２

の
条

第
法

有
公

件
本
、

知
、

り
よ

に
２

の
条

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

事
知

県
口
山

下
以

ら
か
）
。
う

い
と
」
社

知

成
平
、
し

対
に
請
申

平
の

た
い
て
え

超
を
間
期

２
年

こ
い
な

さ
下
を
断

か
も
に

と

第

下
以

有

の
他
の

そ
条
６
第

）
号面
水

下
以

成
平

有
公
件

本

第

の
求

請
に
日
１
月

５
年

下
以

。
号

、
で

の
た

い
と

」
法

治
自

１

、
り
よ

に
定
規
の

項
同

に
求
請
の
こ

理
受
の
求
請

請
に
日

１

所
、

は
て
い
つ

求
請

２

。
た

し
理
受
を

求

果
結

の
査
監

２
第

旨
要
の

い
つ

に
求
請

査
監
の
記

上

し

口
山

様
恵

清
戸

三

監
て

る
せ

さ
去
撤
を

標
浮
灯
た

を
れ

そ
、

り
た

当
に

ど
な

間
期

延
遅

た

た
し

ら
た
も

置
措

用
う

伴
に
査

審
の

中

懈
の

理
管

産

。
る

め
求
を

て
い

つ
に

怠

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

に
社
会
力

電
件
本

間

補
る

置
措

り
送

先

件
本

る
す
対

第
び

、
は

と
こ
た

っ
採
を

件
要

る
よ
に

書
し

だ
た

条

に
既

は
許

免
の

立
埋

面
水

有
公

件
本

、
は

事

し
効

失

に
理
管

の
産

状
原

の
面

水

」
事

に
填

補
の
失

損
る

よ

電
国
中
、

が
）
。
う

い
と

成

力

年

月

要
概

計
設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平
、

ず
ら
わ

か

了

月
２
年

日

。
う
い

と
」

為
作

不
件

本

て
し
反

に
定
規
連

関

は
）

い
と

」
面

水

、
ら

か
る
い

り
あ

管
な

法
違
の

）
。
う

い
つ
に

と
こ
の
こ

た
し
ま

第
）

。
う

て

結
の

そ

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お
と

の
記

下
を

果

具
を
件

要
的

式
形

の
定

記

を
果

結
た
し

査

い
て

し
備

県

平 平 求
請

り
お

と
の
次

て
い

つ
に
求

請
置

措
員

職
通

一
一

て
っ

怠
ず

ら
採
を

置
措

の

改
を

為
作

不
件

本

こ
る

い

職
、

代
紙

要
必

に
の

る
め

足

用
費

の
等

費
件
人

の
員

に
社

会
力

電
件

本
を

明
説

許
免

の
立

埋
面

水
有
公

求

立
埋

面
水

有
公

し
効
失

は

法
正

大

つ
か

大
重

し
脱

潜
を

法
年

同
、

り
お

て

法
違

な
白

明

第
法

を
務

義
復

回

治
自

び
及

条

い
つ

ら
わ

か
か

も
に

う
負

社
会

式
株

て

下
以

事
工

・
更

変

会
力

電
件

本

竣

審
、

し

可
許
長

伸
間
期

功

的
理

合
る

す
要
常

通
に

査

許
に

ち
直

後
任

就
事

知
、

法
続
手

政
行
、

判
の

否

上
郡

毛
熊

律
法

年
５

成
平

理

公
先

地
島

長
字

大
町
関 治

自
方

地
、

。
る
た

当
に

法
和

昭

査
監

、
き

づ
基

に

律
法

年

。
す

ま
し

し
ま

し
行

執
を

成
平

、
め
認

と
の

も
る

た
し
知

通
て

宛
人

月
５

年

。第
査

監
山

成

号

年
月

６
）
年

）
知

員
委
査

監
県

口
山

日



平

請

成 年 月 日 火曜日

社

１

宇 １
第

山 口

査
監

。
す

芙
保

地

県 報

監 ８ 実 が て

（号 外 ）

平
、

し
対

に

に 求 一 治

３

成
月

２
年

大
市

部

求
請

の
査

監

に
日

波
岐

西
字

若
法

違

知
県

口
山

６
地

番

管
の

産
財

な
当

不
は

く
し

事
知

県
口

山
下

以

）
。

う
い

と
」

と
」

事
知

成
平

の
ら

か
年

第
表

公
号

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

査
監

る
係

に
求

請
の

子
美

成
平

行
執

を

月
６

年

の
別

は
人

求
請

、
た

ま

日

監
て

め
改

、
は

あ
で

民
住

と
い

な

な
と

こ
う

行
を

査

そ
、

は
き

と
る

れ
ら

め
認

和
昭

例
月

３
年

こ
、

て
っ

が
た

し

。
）

日

付
日

２
月

い
つ

に
求

請
の

第
査

監
山

け
号

な

。
る

す
と

果
結

の
査

山

求
請

。
る

す
求

請
を

置
措

求
請

の
こ

断
判

る
す

対
に

成
平

、
は

月
６

年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

れ
ら

め
認

と
る

あ
で

容
内

受
、

は
で

求
請

の
先

。
る

な
が

由
理

に

査
監

に
後

理

め
定

、
し

却
棄

て
し

と
い

件
要

の
求

請
査

監
民

住
る

了
満

が
間

期
理

処
準

標

を

芙
保

久
大

同 同

査
審

、
し

事

り
お

と
の

次
ら

か
子

美

要
の

求
請

置
措

る
す

関
に

填
補

の
失

損
る

よ
に

理

旨

、
が

）
。

う
い

て
い

つ
に

会
式

株
力

電
国

中

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

第
）

号

・
更

た
し

に
定

規
の

項
４

第
条

よ
に

定
規

の
項

同
、

で
の

が
る

同

員
委

査
監

県
口

山

請
た

っ
行

を
査

監
に

既
、

査
監

た
っ

行
に

既
、

く

求

人
求

請
を

旨
の

に
果

結
の

、
は

て

足
ば

れ
す

知
通

に

結
査

監
る

係
に

求
請

の
先

つ
に

求
請

置
措

員
職

県
口

て
い

係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く

求
請

る

下
以

こ
、

い
行

を

」
求

請
の

先

２
の

知
通

の

２

相
にい
つ

に
分

部
る

す
当

相
に

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

て

る
す

要
常

通
に

と
た

し
下

郎
二

忠
田

神

間
期
的

理
合

が
求

請
の

査
監

太
繁

嶌
河

社

。
た
っ

あ

下
以

竣
事
工

会
力

電
件

本

づ
基

申
可
許

長
伸

間
期

功

り

久
大

り
お

と
の

次
、

き

ま
し

表
公

を
果

結
の

そ
、 同
と

理
尚

本
橋

子
律

井
藤

基

い
つ
に
求

請
の

容
内

一

実
事
る

係
に

求
請

て
い

づ

る
い

て
れ

さ
と

る
り

平
添

別
、

る
あ

で
果

政
行

成も
を

し
写

の
」

）
知
通

年

あ
ら

か
者

の
外

以
人

て
っ

実
と

）
。

う
い

と

自
た
っ

に
分

部
る

す
当

同
に

的
質

第
法

治
自

は

請
は
て

い
つ

。
る

あ
で

ろ
こ

項
１

第
条

事
知

県
口
山

下
以

ら
か
）
。
う

い
と
」
社

知

第

平
の

下
以

。
号

、
で

の
た

い
と

」
法

治
自

１

、
り
よ

に
定
規
の

項
同

に
求
請
の
こ

理
受
の
求
請

請
に
日

７

所
、

は
て
い
つ

求
請

２

。
た

し
理
受
を

求

旨
要
の

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違 の
記

上

果
結

の
査
監

２
第

大

監
て

い
つ
に
求
請

査
監

成
平

口
山

様
子
美
芙

保
久

審

の
求
請

に
日
７
月

５
年

本
間

の
そ
、
し

続
継
を
査

先
の

断
判

否
許

し
と

の

件

第
）

号

措
り

送第
び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条の
立

埋

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

し
置
設
が

社
会
力
電

件

、

理
管

の
産
財
な

法

浮
灯
た

を

。
る
す

求

、
り
た

当
に

わ
か

か
も
に
た

い
て
え
超

と
こ
い
な

さ

ら

下
以の

他
の
そ
条
６

第

不
件
本

下

に
定
規

連
関

う
い

と
」
面
水
有

公
件
本

っ
被

が
県
、
り

よ
に
れ
こ

す
填
補
を

害
損
の
分

当

た

は
く

し
若
法
違

２

置
措
る

平
、
が
事
知

産
財
な

当
不

成
月
５

年

中
、

が
）

。
う

い
と

」
事成

力
電

国

年

う

要
概
計

設
け

付
日

５
月

第
）
。

結
の

そ

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お
と

の
記

下
を

果

具
を
件

要
的

式
形

の
定

記

よ
に

理
管
の

産

い
て

し
備

た
し

査

に
填

補
の

失
損
る

求
請
り

お
と

の
次
を
果

結

に
求
請

置
措
員
職

県

平 平

て
い

つと
こ
の

こ
た

し
ま

り
あ

通

対
に

社
会

力
電

て
い
つ

に

採
を

置

水
有

公
件

本
る
す

面
水

有
公

、
は

と
こ

た
っ

を
件

要
る

よ
に

書
し

だ
た

効
失

に
既

は
許

免

し
脱

潜

有
公

件
本

同
、

り
お

て
し

を
標

義
復

回
状

原
の

面
水

置
措
の

ど
な
る
せ

さ
去
撤

本
た

し
ら
た

も
を
れ

そ

を

成
平

、
ず

為
作
不

件

月
２

年う
い

と
」

為
作

事
知

、
日

て
し

反

手
政

行
、
は

）
。

関
上

郡
毛

熊
、
ら

か
る

い

当
に

理
管
な

法
違
の
）

。

審
の
中

間
期
延

遅

。
る

た

る
め
求

を

紙
用

う
伴
に

査

懈
の

理
管

。限
期
、

に
日

て
い
つ
に

怠

式
株

足
補

る
す

と
年
１
を

社
会

下
以

事
工

・
更

変

会
力

電
件

本

竣

づ
基

に

可
許

長
伸

間
期

功

し
ま

し
行

執
を

査
監

、
き

め
認

と
の

も
る

。
す

ま
し

成
平
、

通
て

宛
人

て
い

つ

月
５

年

。
た

し
知

第
査

監
山

成

号

年
月

６
）
年

）
知

員
委
査

監
県

口
山

日

法
治

自
方

地
、

和
昭

は
許
免

の
立

埋
面

律
法

年

法
立

埋

も
い

な
し

効
失

正
大

第
律

法
年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

務

第
法

治
自

方
地

び
及

条

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

本
、

の
る

め
改

を

違
、

は
と

こ

任
就

請
を

置
措

な
要
必

に

を
断

判
の

否
許

に
ち

直
後

法
続

下

第
律

法
年

５
成
平

公
先

地
島

長
字

大
町

）
号

面
水

有等
費

件
人

の
員
職

、
代

以

電
件

本
を

明
説

相
用

費
の

、
め

求
に
社

会
力

一
二



平成 年 月 日 火曜日

監 ８ 実 が て に

山 口 県

求 一 治

３

報 （号 外 ）

の
求

請
査

監
民

住
る

め
定

は
人

求
請

、
た

ま

を
件

要

め
改

、
は

あ
で

民
住

の
別

な

な
と

こ
う

行
を

査
監

て

は
き

と
る

れ
ら

め
認

と
い

和
昭

例

そ
、

月
３

年

こ
、

て
っ

が
た

し

。
）

日

付
日

２
月

い
つ

に
求

請
の

第
査

監
山

け
号

と

。
る

す
と

果
結

の
査

山

理
管

の
産

財
な

法
違

、
は

る
す

求
請

を
置

措
な

当
に

こ

断
判

る
す

対
に

求
請

。

成
平

、
は

求
請

の
月

６
年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

れ
ら

め
認

と
る

あ
で

容
内

受
、

は
で

求
請

の
先

。
る

な
が

由
理

に

査
監

に
後

理

法
違

、
し

却
棄

て
し

と
い

管
産

財
な

当
不

は
く

し
若

成
平

、
が

事
知

月
５

年、
し

続
継

を
査

審
、

め

日

し
と

の
も

い
な

本
間

の
そ

第
律

送
先

の
断

判
否

許

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

法

面
水

有
公

件
本

、
で

効

第
は

事
知

、
り

よ
に

２
の

条

設
が

社
会

力
電

件
本

、
ず

平
、

し
対

に
請

申

た
し

置

成
月

２
年も
に

た
い

て
え

超
を

間
期

こ
い

な
さ

下
を

断

わ
か

か

と
下

以

第

本

関
の

他
の

そ
条

６
第

）
号面

水
有

連

下
以よ

に
れ

こ

面
水

有
公

件
本

当
相

遅
た

っ
被

が
県

、
り

措
る

す
填

補
を

害
損

の
分

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

置

監
に

既
、

が
る

と
た

し
下

既
、

く

求
請

た
っ

行
を

査

に
果

結
の

査
監

た
っ

行
に

す
知

通
に

人
求

請
を

旨
の

求
請

の
先

、
は

て

足
ば

れ

員
職

県
口

結
査

監
る

係
に

て
い

つ
に

求
請

置
措

し
ら

た
も

を
れ

そ
、

り
た

請
の

こ
で

け
付

日

件
本

た

求
請

く

求
請

る
係

に
求

下
以

こ
、

い
行

を

」
求

請
の

先

２
の

知
通

の

２

相
にい
つ

に
分

部
る

す
当

相
に 懈

の
理

て

を
限

期
、

に

て
い

つ
に

怠

電
件

説
足

補
る

す
と

年
１

公
件

本
る

す
対

に
社

会
力

と
こ

た
っ

採
を

置
措

り

有有
公

、
は

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

有
公

件
本

、

お
て

し
効

失

標
浮

灯

復
回

状
原

の
面

水

措
の

ど
な

る
せ

さ
去

撤
を

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平

、
ず

ら

、
し

了

月
２

年い
と

」
為

作
不

件

知
、

日

反
に

定
規

行
、

は
）

。
う

」

毛
熊

、
ら

か
る

い
て

し

管
な

法
違

の
）

。
う

い
と

に
査

審
の

中
間

期
延

に
理

。
る

め
求

を

代
紙

用
う

伴

内
一

同
と

。
る

あ
で

ろ
こ

い
づ

基

い
つ
に
求

請
の

容

る
り

実
事
る
係

に
求

請
て

る
い

て
れ

さ
と

平
添

別
、

る
あ

で
果

政
行

成も
を

し
写

の
」

）
知
通

年

の
る

め
改

を
為

作
不

て
っ

ら
か

者
の

外
以
人

要
必
に

と
）

。
う

い
と

自
た
っ

あ

分
部

る
す
当

同
に

的
質

実

法
治

自
は

請
は
て

い
つ

に第

力
電

件
本

を
明

項
１

第
条

免
の

立
埋

面
水

求
に

社
会

法
立

埋
面

水

し
効
失
は

許

正
大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

う
負

を
務

義

治
自
び

及
条

ら
採

を
置

ら
わ

か
か

も
に

に
査
審

こ
る
い
て

っ
怠

ず

就
事

的
理
合
る

す
要

常
通

政

判
の
否
許

に
ち

直
後

任

法
続

手

町
関

上
郡

律
法
年
５

成
平

る
た

当

公
先
地
島

長
字

大

の
等

費
件

人
の

員
職
、

。

査
監

２
第

。
る
す

求

用
費

求
請

査
監
の
記

上

果
結

の

平
、
が
事
知

監
て

い
つ
に

成
月
５

年

間
の
そ
、
し

続
継
を
査

審

の
断

判
否

許
し

と
の

件
本

第
）

号

措
り

送
先

第
び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条の
立

埋

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

し
置
設
が

社
会
力
電

件

、

理
管

の
産
財
な

法

浮
灯
た

、
し
対
に

請

、
り

た
当
に

成
平

月
２

年

か
か
も
に
た

い
て
え
超

を

と
こ
い
な

さ

ら
わ

下
以の

他
の
そ
条
６

第

不
件
本

下

に
定
規

連
関

う
い

と
」
面
水
有

公
件
本

っ
被

が
県
、
り

よ
に
れ
こ

す
填
補
を

害
損
の
分

当

た

は
く

し
若
法
違

２

置
措
る

の
査
監

１
第

産
財

な
当
不 丁
２
路

小
大
市
部

宇

求
請

番
１

目

不
は
く

し
若
法
違

１

口
山

事
知

県
口

山

産
財

な
当下
以か

）
。

う
い
と
」

社

事
知

成
平

の
ら

第
表
公
査
監

号

法
治

自
方

地
和

昭

係
に
求
請
の

江
道

律
法

年

成
平

行
執

を
査
監
る月
６

年

と
の
次

を
果

結
た

し
査

日

を
限

期
、
に

日

求
請

り
お

会
力

電

足
補

る
す

と
年
１

水
有
公

件
本

る
す
対
に

社

公
、
は

と
こ

た
っ

採
を

置

る
よ
に

書
し

だ
た

面
水

有

既
は

許
免

し
脱

潜
を
件

要

本

同
、

り
お

て
し

効
失

に

復
回

状
原

の
面

水
有

公
件

ど
な
る
せ

さ
去
撤
を

標

義

ら
た

も
を

れ
そ

を
置
措

の

標
に

日

為
作
不

件
本

た
し

、
し

了
満

が
間
期
理

処
準成
平
、

ず
月

２
年う
い

と
」

為
作

事
知

、
日

て
し

反

手
政

行
、
は

）
。

関
上

郡
毛

熊
、
ら

か
る

い

当
に

理
管
な

法
違
の
）

。

審
の
中

間
期
延

遅

。
る

た

る
め
求

を

紙
用

う
伴
に

査

懈
の

理
管

。

同 同て
い
つ

に
怠

の
次

ら
か

江
道

村
木

号
２

置
措

る
す

関
に
事

知
県

と

る
よ

に
理

管
の

要
の

求
請

い
と

」

つ
に
填

補
の

失
損

株
力

電
国

中
、
が

）
。

う

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

第
第

）
号

で
の

た
し

規
の

項
４

第
条

山

り
よ

に
定

規
の
項
同

、

同

査
監

県
口

一
三

明
説

。
た

し
知

通
て

宛
人

め
求

に
社

会
力

電
件
本

を

効
失

は
許

免
の
立

埋
面

、

法
立

埋

も
い

な
し

正
大

第
律

法
年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

務

第
法

治
自

方
地

び
及

条

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

本
、

の
る

め
改

を

違
、

は
と

こ

査
審

請
を

置
措

な
要
必

に

期
的

理
合

る
す

要
常

通
に

の
否

許
に
ち

直
後

任
就

間

法
続

下
を

断
判第
律

法
年

５
成
平

公
先

地
島

長
字

大
町

）
号

面
水

有等
費

件
人

の
員
職

、
代

以

河

郎
二

忠
田

神

相
用

費
の

求
請

の
査
監

り
お

太
繁

嶌

会
式 て
い 旨

。
た

っ
あ

が

社
下

以

竣
事

工
・

更

会
力

電
件

本

に
定

申
可

許
長
伸

間
期

功

木
り

お
と

の
次

、
き

づ
基

し
表

公
を
果

結
の

そ
、

村

橋

子
律

井
藤

員
委

。
す

ま

理
尚

本



平

３

成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

１２

（号 外 ）

第

平

る
す

求
請

を
置

措
な

の
た

知

断
判

る
す

対
に

求
請

。

成
平

、
が

事
月

５
年、

し
続

継
を

査
審

、
め

日

し
と

の
も

い
な

本
間

の
そ

第
律

送
先

の
断

判
否

許

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

法

面
水

有
公

件
本

、
で

効

第
は

事
知

、
り

よ
に

２
の

条

設
が

社
会

力
電

件
本

、
ず

財
な

法
違

、
は

と

た
し

置

対
に

請
申

当
に

理
管

の
産 成

平
、

し
月

２
年も
に

た
い

て
え

超
を

間
期

こ
い

な
さ

下
を

断

わ
か

か

と
下

以

第

本

関
の

他
の

そ
条

６
第

）
号面

水
有

連

下
以よ

に
れ

こ

面
水

有
公

件
本

当
相

遅
た

っ
被

が
県

、
り

措
る

す
填

補
を

害
損

の
分

な
当

不
は

く
し

若
法

違

置

の
こ

理
受

の
求

請

管
産

財

定
所

、
は

て
い

つ
に

求
請

た
し

理
受

を
求

請
に

日

の

し
若

法
違

旨
要

の
求

請

。

口
山

の
産

財
な

当
不

は
く事

知
県

下
以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か

成

職
県

口
山

様
江

道
村

木

月
５

年以
。

号

り
あ

の
求

請
に

日

下

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

す
と

年
１

を
限

期
、

に

の

に
社

会
力

電
件

説
足

補
る

置
措

り

有
公

件
本

る
す

対

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採
を

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

有
公

件
本

、

お
て

し
効

失

標
浮

灯

復
回

状
原

の
面

水

措
の

ど
な

る
せ

さ
去

撤
を

し
ら

た
も

を
れ

そ
、

り
た

期
理

処
準

標
に

日

件
本

た

平
、

ず
ら

、
し

了
満

が
間

成
月

２
年い

と
」

為
作

不
件

知
、

日

反
に

定
規

行
、

は
）

。
う

」

毛
熊

、
ら

か
る

い
て

し

管
な

法
違

の
）

。
う

い
と

に
査

審
の

中
間

期
延

に
理

。
る

め
求

を

代
紙

用
う

伴

懈
の

理

要
的

式
形

記

て
い

つ
に

怠

管

も
る

い
て

し
備

具
を

件

に
填

補
の

失
損

る
よ

に
理

中
、

が
）

。
う

い
と

い
つ

年

式
株

力
電

国

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

平

更

成
平

て
い

つ
に

求
請

置
措

員

と
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

第
）

地
、

て
い

つ
に

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

社
会

力
電

件
本

を
明

ま
し

は
許

免
の

立
埋

面
水

求
に

法
立

埋
面
水

し
効
失

正
大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

う
負

を
務

義

治
自
び

及
条

ら
採

を
置

ら
わ

か
か

も
に

為
作
不

こ
る
い
て

っ
怠

ず

査
審

要
必
に
の

る
め

改
を

事

的
理
合
る

す
要

常
通

に

判
の
否

許
に

ち
直

後
任

就

法
続

手
政

町
関

上
郡

律
法
年
５

成
平

る
た

当

公
先
地
島

長
字

大

の
等

費
件

人
の

員
職
、

。

成
平

、
め

認
と

の

用
費

社
会 て

月
５
年

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

査
監

山

可
許
長

伸
間

期
功

第

年

号

月
６

）
年

自
方

員
委

査
監

県
口

山

日

法
治

和
昭

執
を

査
監

、
き

づ

律
法
年

そ
条
６

第

。
す

し
ま

し
行

部
宇

に
定
規

連
関
の
他

の

番
１

目
丁
１
町

盤
常
市

不
は
く

し
若
法
違

１

口
山

事
知

県
口

山

産
財

な
当下
以か

）
。

う
い
と
」

社

事
知

平
、
し
対
に

請

成
平
の

ら

成
月
２

年

か
か
も
に
た

い
て
え
超

を

と
こ
い
な

さ

ら
わ

下
以

法
治

自
方

地

不
件

本

和
昭

係
に
求
請
の

枝
克

律
法

年

成
平

行
執

を
査
監
る月
６

年

な
が

求
請

の
査
監

１
第

日

は
き
と

る
れ
ら
め

認
と
い

和
昭
例

実
月
３
年

こ
、
て

っ
が
た
し

。
）

日

け
付
日
２
月

８

に
求

請
の

第
査
監
山

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

第
表
公
査
監

号

成
平
、
は

求
請
の
こ

第
法

治

６
年

内
一

に
定

規
の

項
１

第
条

る
れ

ら
め
認
と
る

あ
で
容

後
理

受
、
は
で

求
請
の
先

し
と

い
な

が
由

理
に

求

に

監
民

住
る
め
定

に

却
棄

て

求
請
、
た
ま

要
の
求

請
査

改
、
は

て

民
住
の

別
は
人

し
反

こ
う
行

を
査
監
て

め

上
郡
毛

熊
、
ら
か

る
い
て

の
次

ら
か
枝

克
畑
小

号

関

る
す
関

に
事
知
県

り
お

と

に
理
管

の

要
の

求
請

置
措

」

つ
に
填

補
の

失
損

る
よ

電
国

中
、
が

）
。

う
い

と
株

力

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平

、
ず

、
し
了

月
２

年う
い

と
」

為
作

事
知

、
日

第

手
政
行

、
は

）
。

第
）

号

で
の

た
し

規
の

項
４

第
条

山

り
よ

に
定

規
の
項
同

、

の
そ

、

同 同 同

査
監

県
口

れ
す

知
通

に
人
求
請

を
旨

に
求

請
の
先
、

は
て
い

つ
監

る
係に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

月

い
つ 係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く
づ

基

る

下
以

、
い

行
を

査
監 。

請
の

先

２
の

知
通

の
こ

２
、

し件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

監
に
既

、
が
る
あ

で

し
下

既
、

く
な

と

た
っ

行
を
査

大
町

結
の
査

監
た

っ
行
に

面
水

有
公

先
地
島

長
字

た
っ

あ
が

求
請
の

査
監

以

社
会

式 て
い 旨

。

下
以

竣
事

工
・

更

会
力

電
件

本

査
審

申
可

許
長
伸

間
期

功

期
的

理
合

る
す

要
常

通
に

の
否

許
に

ち
直

後
任
就

間

法
続

下
を

断
判第
律

法
年

５
成
平

の
次

、
き

づ
基

に
定

）
号

果
結

の
そ

、

畑
小

り
お

と

藤
員
委

。
す

ま
し

表
公

を

忠
田

神

理
尚

本
橋

子
律

井

る
り

足
ば

太
繁

嶌
河

郎
二 る
い

て
れ

さ
と

別
、

る
あ

で
果

結
査

政
行

成
平

添

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

ら
か

者
の

外
以

人
求
請

て

。
う

い
と

」
求

自
た

っ
あ

当
相
に

同
に

的
質

実
と

）

請
は

て
い
つ

に
分

部
る

す

第
法

治
自

は
て

い

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

の
容

内
一

同
と

求
請

。
る

い
づ

基
に
果

い
つ

に
求
請

実
事

る
係
に

求
請

て 一
四



平成 年 月 日 火曜日

１２

山 口 県

第

平の
た

報

効 号上 ２
第

求 法 件

（号 外 ）

え
超

を
間

期

の 審

２

当 下

を
断

わ
か

か
も

に
た

い
て

と
こ

い
な

さ
下

下
以

求
請

の
こ

理
受

の
求

請

本

日

の
定

所
、

は
て

い
つ

に

請

。
た

し
理

受
を

求
請

に

は
く

し
若

法
違

旨
要

の
求

知
県

口
山

の
産

財
な

当
不

事
下

以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か成
平

、
し

対
に

請
申

月
２

年

成

職
県

口
山

様
枝

克
畑

小

月
５

年以
。

号

り
あ

の
求

請
に

日

下

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

第
）

の

第
び

及
２

の
条

水
有

公
件

本
、

で

だ
た

条

許
免

の
立

埋
面

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

置
設

が
社

会
力

電

件
本

、

の
産

財
な

を
標

浮
灯

た
し

す

れ
そ

、
り

た
当

に
理

管

監
の

記

果
結

の
査

監

。
る

し
査

監
て

い
つ

に
求

請
査

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本

が
県

、
り

よ
に

れ
こ

）
。

を
害

損
の

分

延
遅

た
っ

被

法
違

求
を

置
措

る
す

填
補

管
産

財
な

当
不

は
く

し
若

成
平

、
が

事
知

理

月
５

年の
そ

、
し

続
継

を
査

に
日

判
否

許
し

と

力
電

件
本

間

ず
ら を

置
措

り
送

先
の

断

成
平

、
月

２
年い

と
」

為
作

不
件

知
、

日

的
式

形

記

行
、

は
）

。
う

も
る

い
て

し
備

具
を

件
要

填
補

の
失

損
る

よ
に

理
管

、
が

）
。

う
い

と

い
つ

に

年

式
株

力
電

国
中

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

が
間

期
理

処
準

標
に

日

更

平

、
し

了
満

成
平

て
い

つ
に

求
請

置
措

員

と
こ

の
こ

た
し

ま

）
知

通

第
）

地
、

て
い

つ
に

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

を
件

要
る

よ
に

書
し

ま
し

効
失

に
既

は

大
重

し
脱

潜

有
公

第
法

同
、

り
お

て
し

を
務

義
復

回
状

原
の

面
水

置
措

の
ど

な
る

せ
さ

去
撤

本
た

し
ら

た
も

を

ら
採

を

を
果

結
た

改
を

為
作

不
件

の

宛
人

求
請

り
お

と
の

次

。
る

た
当

に
理

管
な

法
違

用
う

伴
に

査
審

の
中

間
期

懈
の

。
る

め

、
代

紙

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

社
会

明
説

足
補

る
す

と
年

面
水

有
公

件
本

る
す

対
に

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採

埋

ち
直

後
任

就
事 立

埋
面

水

法
続

手
政

判
の
否
許

に

め
認

と
の

律
法
年
５

成
平

成
平

、

社
会 て

月
５
年

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

に
査
審

可
許
長
伸

間
期

功

監
山

的
理
合

る
す

要
常

通

第
査

年

号

月
６

）
年

自
方

員
委

査
監

県
口

山

日

法
治

和
昭

執
を

査
監

、
き

づ

律
法
年

白
明

つ
か

。
す

し
ま

し
行

無
り
あ

が
法

違
な

負

第
法

治
自

方
地

び
及

条

本
、
ず

ら
わ

か
か

も
に

う

、
は

と
こ

る
い

て
っ

怠
ず

置
措

な
要

必
に

の
る
め

違

員
職

。
た

し
知

通
て

請
を

を

相
用
費
の

等
費

件
人

の

、
め
求

に
社

会
力

電
件

本

い
な
し

効
失

は
許

免
の
立

法

も

正
大

第
律

法
年

法
治

自
方

地
和

昭

係
に
求
請
の

子
坤

律
法

年

と
い
な

が

行
執
を

査
監
る

例
実

は
き
と

る
れ
ら
め

認

和
昭

月
３
年

こ
、
て

っ
が
た
し

。
）

日

け
付
日
２
月

８

に
求

請
の

第
査
監
山

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

第
表
公
査
監

号

成
平
、
は

求
請
の
こ

第
法

治

６
年

内
一

に
定

規
の

項
１

第
条

る
れ

ら
め
認
と
る

あ
で
容

後
理

受
、
は
で

求
請
の
先

し
と

い
な

が
由

理
に

求

に

監
民

住
る
め
定

に

却
棄

て

求
請
、
た
ま

要
の
求

請
査

改
、
は

て

民
住
の

別
は
人

い
な

こ
う
行

を
査
監
て

め

律

の
断
判

否
許
し
と

の
も

第
第
）

号

で
効

無
り
あ
が

及
２

の
条

第
法

有
公

件
本
、

、
ず

知
、

り
よ

に
２

の
条

と

置
設

が
社
会
力
電

件
本

理
管

の
産
財
な
法

違
、
は

３

。
る
す
求
請

を
置
措
な 第

断
判
る
す

対
に
求
請 有

の
他
の

そ
条
６
第

）
号面
水

下
以

、
り
よ

に
れ
こ

有
公

件
本

害
損

の
分
当
相

っ
被

が
県

る
す

填
補
を

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

続
継
を

査
審
、
め

月
５

年

第

の
そ

、
し

第
）

号

で
の

た
し

規
の

項
４

第
条

、

り
よ

に
定
規

の
項
同
、

知
通

に
人
求
請

を
旨
の
そ

請
の

先
、

は
て

い
つ

れ
す

監
る

係
に
求

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山

月

い
つ 係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

求
請

く
づ

基

る

下
以

、
い

行
を

査
監 。

請
の

先

２
の

知
通

の
こ

２
、

し件

つ
に

分
部

る
す

当
相

に

却
を
れ

こ
、
め
た

く
欠
を

監
に
既

、
が
る
あ

で

し
下

既
、

く
な

と

た
っ

行
を
査

送
先

結
の

査
監
た

っ
行
に

は
と
こ

た
っ
採
を

置
措
り

第
び

、件
要

る
よ
に

書
し

だ
た

条

に
既

は
許

免
の

立
埋

面
水

有
公

件
本

、
は

事

し
効

失

標
浮
灯

た
し

状
原

の
面

水

当
に

ど
な

る
せ
さ

去
撤

を

し
ら
た
も

を
れ
そ
、

り
た

い
て

し
反
に

定
規

連
関

た

う
い

と
」

面
水

、
ら

か
る

延
遅

た

管
な

法
違
の

）
。

用
う

伴
に

査
審
の

中
間

期

理
管

産

。
る

め
求
を
置

措

懈
の

て
い

つ
に

怠

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

に
社
会
力

電
件
本

間

補
る件
本

る
す
対

一
五

お
と

の
次

、
き

づ
基

に
定

公
を

果
結

の
そ

、

藤
佐

り

と
る

り
足

ば

。
す

ま
し

表

る
い

て
れ

さ

別
、

る
あ

で
果

結
査

政
行

成
平

添

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

ら
か

者
の

外
以

人
求
請

て

。
う

い
と

」
求

自
た

っ
あ

当
相
に

同
に

的
質

実
と

）

請
は

て
い
つ

に
分

部
る

す

第
法

治
自

は
て

い

あ
で

ろ
こ

と
た

項
１

第
条

の
容

内
一

同
と

求
請

。
る

い
づ

基
に
果

い
つ

に
求
請

有
公

実
事

る
係
に

求
請

て

法
立

埋
面
水

正
大

つ
か

大
重

し
脱

潜
を

法
年

同
、

り
お

て

法
違

な
白

明

第
法

を
務

義
復

回

治
自

び
及

条

措
の

ら
わ

か
か

も
に

う
負

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

を
置

る
め

改
を

為
作

不
件
本

こ

町
関

上
郡

毛
熊

要
必
に

の

当
に

理

公
先
地

島
長

字
大人

の
員
職

、
代
紙

。
る

た

を
明

説
足

用
費

の
等

費
件

有
公

求
に

社
会

力
電

件
本

効
失

は
許

免
の

立
埋
面

水
し



平成 年 月 日 火曜日

上 ２
第

求 法 件

山 口

効 号 の 審

２

当

県 報

下 第 さ を 請 社

１

（号 外 ）

様
子

坤
藤

佐

宇 １
第

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

置
設

が
社

会
力

電

件
本

、

の
産

財
な

を
標

浮
灯

た
し

す

れ
そ

、
り

た
当

に
理

管

監
の

記

果
結

の
査

監

。
る

し
査

監
て

い
つ

に
求

請
査

っ
被

が
県

、
り

よ
に

れ
こ

填
補

を
害

損
の

分

延
遅

た

し
若

法
違

求
を

置
措

る
す

知

理
管

産
財

な
当

不
は

く

成
平

、
が

事
月

５
年の

そ
、

し
続

継
を

査

に
日

判
否

許
し

と

力
電

件
本

間

第
）

を
置

措
り

送
先

の
断

第
び

及
２

の
条

水
有

公
件

本
、

で

だ
た

条

し
若

法
違

許
免

の
立

埋
面

山

管
の

産
財

な
当

不
は

く事
知

県
口

下
以

）
。

う
い

と
」

と
」

事
知

成
平

の
ら

か

成
平

、
し

対
に

年

月
２

年か
も

に
た

い
て

え
超

に
日

と
こ

い
な

、
ず

ら
わ

か

下
以

他
の

そ
条

６

為
作

不
件

本

し
反

に
定

規
連

関
の

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本 成

平

）
。

月
６

年村
中

市
部

求
請

の
査

監

日

目
丁

３
番

面
水

有
公

知
県

口
山

佐
号

去
撤

を
務

義
復

回
状

原
の

採
を

置
措

の
ど

な
る

せ
さ

不
件

本
た

し
ら

た
も

を

ら

の
次

を
果

結
た

改
を

為
作

平

宛
人

求
請

り
お

と

成
平

用
う

伴
に

査
審

の
中

間
期

懈
の

。
る

め

、
代

紙

１
を

限
期

、

て
い

つ
に

怠

社
会

明
説

足
補

る
す

と
年

面
水

有
公

件
本

る
す

対
に

有
公

、
は

と
こ

た
っ

採

埋

要
る

よ
に

書
し

立
埋

面
水

に
既

は

大
重

し
脱

潜
を

件

第
法

同
、

り
お

て
し

効
失

に
填

補
の

失
損

る
よ

に
理

中
、

が
）

。
う

い

て
い

つ

会
式

株
力

電
国

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

・
更

成
平

査
審

、
し

了

月
２

年う
い

と
」

任
就

事
知

、
日

て

法
続

手
政

行
、

は
）

。

関
上

郡
毛

熊
、

ら
か

る
い

当
に

理
管

な
法

違
の

大
町

員
委

査
監

県
口

山

。
る

た

の
次

ら
か

子
坤

藤

同 同 同

す
関

に
事

の
査

監
り

お
と

う
負

旨
要

の
求

請
置

措
る

ず

本
、
ず

ら
わ

か
か

も
に

違
、
は
と

こ
る

い
て

っ
怠

を
置
措

な
要

必
に

の
る
め

査
監

山

。
た

し
知

通
て

請

第

年

号

月
６

）
年

費
の

等
費

件
人

の
員
職

日

に
社

会
力

電
件

本
を

相
用

効
失

は
許

免
の

立

、
め
求

法

も
い
な

し

正
大

第
律

法
年

り
あ
が

法
違

な
白

明
つ
か

無

社

第
法

治
自

方
地

び
及

条

下
以

竣
事
工

会
力

電
件

本

通
に

申
可
許
長

伸
間

期
功

後

間
期
的
理

合
る

す
要

常

下
を
断

判
の

否
許

に
ち

直

第
律

法
年

５
成

平

水
有

公
先

地
島

長
字

）
号

面

神

理
尚

本
橋

子
律

井
藤

以

求
請

太
繁

嶌
河

郎
二

忠
田

第
法

治

。
た

っ
あ

が

内
一

に
定

規
の

項
１

第
条

る
れ

ら
め
認
と
る

あ
で
容 第
律

第
）

号

で
効

無
り
あ
が

及
２

の
条

第
法

有
公

件
本
、

、
ず

知
、

り
よ

に
２

の
条

と

置
設

が
社
会
力
電

件
本

理
管

の
産
財
な
法

違
、
は

３

。
る
す
求
請

を
置
措
な

の
こ

断
判
る
す

対
に
求
請

成
平
、
は

求
請

第

６
年

有

の
他
の

そ
条
６
第

）
号面
水

下
以

、
り
よ

に
れ
こ

有
公

件
本

害
損

の
分
当
相

っ
被

が
県

る
す

填
補
を

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

成
平

、
が

事
知

続
継
を

査
審
、
め

月
５

年

し
と

の
も
い
な

の
そ
、

し

の
断
判

否
許

。
た

し
理
受
を

求
請
に
日

旨
要
の
求
請

２

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

事
知

県
口
山

下
以

ら
か
）
。
う

い
と
」
社

知

成
平
、
し

対
に
請
申

平
の

た
い
て
え

超
を
間
期

２
年

こ
い
な

さ
下
を
断

か
も
に

と

成
平

口
山

下
以

月
５
年

第

の
求

請
に
日

下
以

。
号

、
で

の
た

い
と

」
法

治
自

１

、
り
よ

に
定
規
の

項
同

に
求
請
の
こ

理
受
の
求
請

請
く

づ
基

所
、

は
て
い
つ

求
下

以

第
び。

請
の

先

件
要

る
よ
に

書
し

だ
た

条

に
既

は
許

免
の

立
埋

面
水

有
公

件
本

、
は

事

し
効

失

標
浮
灯

た
し

状
原

の
面

水

当
に

ど
な

る
せ
さ

去
撤

を

し
ら
た
も

を
れ
そ
、

り
た

月

た

係
に

求
請

の
こ

で
け

付
日

い
て
し

反
に

定
規

連
関

る

う
い

と
」

面
水

、
ら
か

る

延
遅

た

管
な
法

違
の

）
。

用
う

伴
に

査
審
の
中

間
期

理
管

産

。
る
め

求
を
置

措

懈
の

て
い

つ
に

怠

す
と

年
１

を
限

期
、
に

日

に
社
会
力

電
件
本

間

補
る

置
措

り
送

先

件
本

る
す
対

の
産

、
は

と
こ
た

っ
採
を

填
補
の

失
損
る
よ

に
理
管

、
が

）
。
う

い
と
」

事

に

成

力
電

国
中

年

月

要
概

計
設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平
、

ず
ら
わ

か

了

月
２
年

日

。
う
い

と
」

為
作

不
件

本

に
求
請

置
措
員
職

県

は
）

て
い

つと
こ
の

こ
た

し
ま

り
あ

通

第
）
。

う

て
い
つ

に

結
の

そ

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お
と

の
記

下
を

果

具
を
件

要
的

式
形

の
定

記

。
う

い
と

」
求

い
て

し
備

脱
潜

を

同
に

的
質

実
と

）

法
違

な
白

明
つ

か
大
重

し

第
法
同

、
り

お
て

を
務

義
復

回

治
自

び
及

条

措
の

ら
わ

か
か

も
に

う
負

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

を
置

る
め

改
を

為
作

不
件
本

こ

の
外

以
人

求
請

要
必
に

の

郡
毛

熊

自
た
っ

あ
ら

か
者

公
先

地
島
長

字
大

町
関

上職
、

代
紙

。
る

た
当

に
理

足

用
費

の
等

費
件
人

の
員

に
社

会
力

電
件

本
を

明
説

許
免

の
立
埋

面
水

有
公

求

立
埋
面

水
有

公

し
効

失
は

法
正

大

社
会

式
株

て
い

つ

法
年

下
以

事
工

・
更

変

会
力

電
件

本

竣

審
、

し

可
許
長

伸
間
期

功

的
理

合
る

す
要
常

通
に

査

許
に

ち
直

後
任

就
事

知
、

法
続
手

政
行
、

判
の

否

監
県

口
山

律
法
年

５
成
平

治
自

方
地
、

）
知

員
委
査

法
和

昭

査
監

、
き

づ
基

に

律
法

年

。
す

ま
し

し
ま

し
行

執
を

成
平

、
め
認

と
の

も
る

月
５

年

一
六



平成

当

年 月 日 火曜日

下 第 さ を 請 社

１

山 口 県

宇 １
第

報

監 ８査
監

子
孝

地

（号 外 ）

り
よ

に
れ

こ

実 が て に 求

の
分

延
遅

た
っ

被
が

県
、

を
置

措
る

す
填

補
を

害
損

な
当

不
は

く
し

若
法

違

求

事
知

県
口

山

管
の

産
財

下
以

）
。

う
い

と
」

と
」

事
知

成
平

の
ら

か

成
平

、
し

対
に

年

月
２

年か
も

に
た

い
て

え
超

に
日

と
こ

い
な

、
ず

ら
わ

か

下
以

他
の

そ
条

６

為
作

不
件

本

し
反

に
定

規
連

関
の

う
い

と
」

面
水

有
公

件
本 成

平

）
。

月
６

年能
居

市
部

求
請

の
査

監

日

番
２

目
丁

３
町 て

っ
が

た
し

知
県

口
山

号

２
月

い
つ

に
求

請
の

こ
、

第
査

監
山

け
付

日
号

。
る

す
と

果
結

の
査

山

第
表

公
号

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

執
を

査
監

る
係

に
求

請
の

、
は

で
求

請
の

先

た
し

行

が
由

理
に

査
監

に
後

理
受

定

、
し

却
棄

て
し

と
い

な

要
の

求
請

査
監

民
住

る
め

別
は

人
求

請
、

た
ま

を
件

て
め

改
、

は

あ
で

民
住

の

い
な

な
と

こ
う

行
を

査
監

、
は

き
と

る
れ

ら
め

認
と和

昭
例

そ

月
３

年

に
査

審
の

中
間

期

。
）

日

理

。
る

め

、
代

紙
用

う
伴

つ
に

填
補

の
失

損
る

よ
に

国
中

、
が

）
。

う
い

て
い

会
式

株
力

電

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

・
更

成
平

査
審

、
し

了

月
２

年う
い

と
」

任
就

事
知

、
日

て

法
続

手
政

行
、

は
）

。

関
上

郡
毛

熊
、

ら
か

る
い

当
に

理
管

な
法

違
の

大
町

員
委

査
監

県
口

山

。
る

た

次
ら

か
子

孝
村

野

同 同 同

す
関

に
事

査
監

り
お

と
の

は
て

旨
要

の
求

請
置

措
る

査
監

る
係

に
求

請
の

先
、

に
求

請
置

措
員

職
県

口

結

て
い

つ

第
）

号

で
の

に
定

規
の

項
４

第
条

、
り

よ
に

定
規

の
項

同
、

の
知

通
の

こ
、

い
行

を

そ

２

２

相
にい
つ

に
分

部
る

す
当

相
に

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

て

監
に

既
、

が
る

と
た

し
下

既
、

く

求
請

た
っ

行
を

査

に
果

結
の

査
監

た
っ

行
に

す
知

通
に

人
求

請
を

旨
の

等
費

件
人

の
員
職

足
ば

れ

社

相
用
費

の

下
以

竣
事
工

会
力

電
件

本

通
に

申
可
許
長

伸
間

期
功

後

間
期
的
理

合
る

す
要

常

下
を
断

判
の

否
許

に
ち

直

第
律

法
年

５
成

平

水
有

公
先

地
島

長
字

）
号

面

神

理
尚

本
橋

子
律

井
藤

以

請
の

太
繁

嶌
河

郎
二

忠
田

る
あ

で
果

。
た

っ
あ

が
求

成
平

添
別

、

も
を

し
写

の
」

）
知
通

年

お
と

の
次

、
き

づ
基

て
っ

し
表

公
を

果
結

の

村
野

り

つ
に

分
部

る
す
当

。
す
ま

第
法

治
自

は

請
は
て

い

。
る

あ
で

ろ
こ

項
１

第
条

つ
に
求

請
の

容
内

一
同

と

る
係

に
求

請
て

い
づ

基

い

る
い

て
れ

さ
と

る
り

実
事

面
水
有

政
行

下
以

、
り
よ

に
れ
こ

有
公

件
本

っ
被

が
県

。
た

し
理
受
を

求
請
に
日

旨
要
の
求
請

２

財
な

当
不
は
く
し

若
法
違

事
知

県
口
山

下
以

ら
か
）
。
う

い
と
」
社

知

成
平
、
し

対
に
請
申

平
の

た
い
て
え

超
を
間
期

２
年

こ
い
な

さ
下
を
断

か
も
に

と

第

下
以 山

の
他
の

そ
条
６
第

）
号

成
平

口

月
５
年

第

の
求

請
に
日

下
以

。
号

、
で

の
た

い
と

」
法

治
自

１

、
り
よ

に
定
規
の

項
同

に
求
請
の
こ

理
受
の
求
請

会
力
電

件

所
、

は
て
い
つ

な
法

浮
灯

た
し
置
設
が

社

、
り

た
当
に
理
管

の
産
財

結
の
査
監

２
第

。
る
す

求

つ
に
求
請

査
監
の
記

上

果

違
２

様
子

孝
村

野

監
て
い

産
財

な
当
不
は
く

し
若
法

成
平

、
が
事
知

月
５

年

間
の
そ
、
し

続
継
を
査

審

の
断

判
否

許
し

と
の

件
本

第
）

号

措
り

送
先

第
び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条の
立

埋

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

の
）

。
う
い

と
」
面

水 、

中
間

期
延
遅

た

管
な

法
違

管
の

産

用
う

伴
に
査

審
の

に
填

補
の
失

損
る

よ
に

理

中
、

が
）

。
う

い
と

」
事成

力
電
国

年

月

要
概

計
設
け

付
日

５
月

満
が

間
期

理
処

準
標

に
日

成
平
、

ず
ら
わ

か

了

月
２
年

日

。
う
い

と
」

為
作

不
件

本

て
し
反

に
定
規
連

関

は
）

置
措

員
職

県

、
ら

か
る
い

て
い

つ
に
求
請

と
こ
の

こ
た

し
ま

り
あ

通

第
）
。

う

て
い
つ

に

結
の

そ

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お
と

の
記

下
を

果

具
を
件

要
的

式
形

の
定

記

せ
さ

去
撤
を

標

い
て

し
備

を
れ

そ

を
置

措
の

ど
な
る

為
作
不

件
本

た
し
ら
た

も

お
と

の
次

を
果

結
た

し
査

懈
の

理
管

平 平 求
請

り

限
期
、

に
日

て
い
つ
に

怠

力
電

足
補

る
す

と
年
１
を

有
公

件
本

る
す

対
に

社
会

、
は

と
こ

た
っ

採
を

置

水

よ
に

書
し

だ
た

面
水

有
公

は
許

免

し
脱

潜
を
件

要
る

同
、

り
お

て
し

効
失

に
既

回
状

原
の

面
水

有
公

件
本

義
復

一
七

職
、

代
紙

。
る
た

当
に

理 つ

用
費

の
等

費
件

人
の
員

社
会

式
株

て
い

下
以

事
工

・
更

変

会
力

電
件

本

竣

審
、

し

可
許
長

伸
間
期

功

的
理

合
る

す
要
常

通
に

査

許
に

ち
直

後
任

就
事

知
、

法
続
手

政
行
、

判
の

否

上
郡

毛
熊

律
法

年
５

成
平

山

公
先

地
島
長

字
大

町
関

地
、

）
知

員
委

査
監

県
口法

治
自

方
和

昭

査
監

、
き

づ
基

に

律
法

年

。
す

ま
し

し
ま

し
行

執
を

成
平

、
め
認

と
の

も
る

い
て
っ

怠
ず

ら
採

月
５

年

る
め

改
を

違
、

は
と

こ
る

人

請
を

置
措

な
要

必
に
の

。
た

し
知

通
て

宛

第
査

監
山

成

号

年
月

６
）
年

社
会

力
電

件
本
を

明
説

日

許
免

の
立

埋
面

、
め

求
に

法
立

埋

も
い

な
し

効
失
は正

大
第

律
法

年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

務

第
法

治
自

方
地

び
及

条

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

本
、



平成 年 月 日 火曜日

監査
監

子
鈴

地

山 口

８ 実 が て に 求

県 報

一 治

３

（号 外 ）

。
る

す
と

果
結

の
査

第
表

公
号

法
治

自
方

和
昭

第
律

法
年

執
を

査
監

る
係

に
求

請
の

成
平

た
し

行

月
６

年

て
し

と
い

な
が

由
理

に

日

監
民

住
る

め
定

、
し

却
棄

、
た

ま

を
件

要
の

求
請

査

あ
で

民
住

の
別

は
人

求
請

う
行

を
査

監
て

め
改

、
は

れ
ら

め
認

と
い

な

な
と

こ

和
昭

例

そ
、

は
き

と
る

月
３

年

こ
、

て
っ

が
た

し

。
）

日

付
日

２
月

い
つ

に
求

請
の

第
査

監
山

け
号

が
社

会
力

電
件

本
、

ず

山

な
法

違
、

は
と

た
し

置
設

置
措

な

当
に

理
管

の
産

財

対
に

求
請

。
る

す
求

請
を

、
は

求
請

の
こ

断
判

る
す

成
平

月
６

年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

れ
ら

め
認

と
る

あ
で

容
内

受
、

は
で

求
請

の
先

。
る

損
の

分
当

相

査
監

に
後

理

法
違

置
措

る
す

填
補

を
害

管
産

財
な

当
不

は
く

し
若

成
平

、
が

事
知

月
５

年、
し

続
継

を
査

審
、

め

日

し
と

の
も

い
な

本
間

の
そ

第
律

送
先

の
断

判
否

許

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

法

面
水

有
公

件
本

、
で

効

第
は

事
知

、
り

よ
に

２
の

条

第
）

号

同

で
の

に
定

規
の

項
４

第
条

、
り

よ
に

定
規

の
項

同
、

２

員
委

査
監

県
口

山

そ

い
つ

に
分

部
る

す
当

相
に

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

て

監
に

既
、

が
る

と
た

し
下

既
、

く

求
請

た
っ

行
を

査

に
果

結
の

査
監

た
っ

行
に

す
知

通
に

人
求

請
を

旨
の

求
請

の
先

、
は

て

足
ば

れ

員
職

県
口

結
査

監
る

係
に

て
い

つ
に

求
請

置
措

な
る

せ
さ

去
撤

を
標

浮
灯

も
を

れ
そ

、
り

た

措
の

ど

で
け

付
日

件
本

た
し

ら
た

く

求
請

る
係

に
求

請
の

こ

求
請

下
以

こ
、

い
行

を

」
求

請
の

先

２
の

知
通

の

懈
の

理

。
る

め
求

を

相
に

を
限

期
、

に

て
い

つ
に

怠

電
件

説
足

補
る

す
と

年
１

公
件

本
る

す
対

に
社

会
力

と
こ

た
っ

採
を

置
措

り

有有
公

、
は

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

有
公

件
本

、

お
て

し
効

失

尚
本

橋

復
回

状
原

の
面

水

り
お

と
の

次
、

き
づ

基

理

ま
し

表
公

を
果

結
の

野
山

法
治

自
は

子
律

井
藤

。
す

第。
る

あ
で

ろ
こ

項
１

第
条

つ
に
求

請
の

容
内

一
同

と

る
係

に
求

請
て

い
づ

基

い

る
い

て
れ

さ
と

る
り

実
事

平
添

別
、

る
あ

で
果

政
行

成も
を

し
写

の
」

）
知
通

年

て
っ

怠
ず

ら
採

を
置

て
っ

る
め

改
を

為
作
不

こ
る
い

か
者

の
外

以
人

要
必
に
の

）
。

う
い

と

自
た
っ

あ
ら

部
る

す
当

同
に

的
質

実
と

本
を

明

請
は
て

い
つ

に
分

埋
面
水

求
に

社
会

力
電

件

面
水

し
効
失
は

許
免

の
立

法
立

埋
正

大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

う
負

を
務

義

治
自
び

及
条

成
平

ら
わ

か
か

も
に

月
５
年

第

。
る
す

求

の
求

請
に
日

監
の
記

上

果
結

の
査
監

２

野
山

監
て
い

つ
に
求
請

査

平
、
が
事
知

口
山

様
子

鈴

成
月
５

年

間
の
そ
、
し

続
継
を
査

審

の
断

判
否

許
し

と
の

件
本

第
）

号

措
り

送
先

第
び
及
２
の

条

面
水

有
公

件
本

、
で

効

条の
立

埋

は
事

知
、
り

よ
に

２
の

条

し
置
設
が

社
会
力
電

件

、

理
管

の
産
財
な

法

浮
灯
た

、
し
対
に

請

、
り

た
当
に

成
平

月
２

年

か
か
も
に
た

い
て
え
超

を

と
こ
い
な

さ

ら
わ

下
以の

他
の
そ
条
６

第

不
件
本

下

に
定
規

連
関

う
い

と
」
面
水
有

公
件
本

っ
被

が
県
、
り

よ
に
れ
こ

す
填
補
を

害
損
の
分

当

た

は
く

し
若
法
違

２

置
措
る

の
査
監

１
第

産
財

な
当
不 町
山
羽

小
南
市
部

宇

求
請

目
丁

１

不
は
く

し
若
法
違

１

口
山

事
知

県
口

山

産
財

な
当下
以か

）
。

う
い
と
」

社

事
知

こ
た

し
ま

り
あ

成
平

の
ら

た
し

査

て
い
つ

に
と

こ
の

求
請

り
お

と
の
次
を

果
結

に
求

請
置

措
員

職
県

平 平

て
い

つ と
年
１

を
限

期
、

に
日

通

対
に

社
会

力
電

足
補
る

す

採
を

置

水
有

公
件

本
る
す

面
水

有
公

、
は

と
こ

た
っ

を
件

要
る

よ
に

書
し

だ
た

効
失

に
既

は
許

免

し
脱

潜

有
公

件
本

同
、

り
お

て
し

を
標

義
復

回
状

原
の

面
水

置
措
の

ど
な
る
せ

さ
去
撤

本
た

し
ら
た

も
を
れ

そ

を

理
処

準
標

に
日

為
作
不

件

平
、

ず

、
し
了

満
が

間
期

成
月

２
年う
い

と
」

為
作

事
知

、
日

て
し

反

手
政

行
、
は

）
。

関
上

郡
毛

熊
、
ら

か
る

い

当
に

理
管
な

法
違
の
）

。

審
の
中

間
期
延

遅

。
る

た

る
め
求

を

紙
用

う
伴
に

査

懈
の

理
管

。

号
７

番

同 同て
い
つ
に

怠

県

と
の

次
ら

か
子
鈴
野

山

求
請

置
措

る
す

関
に
事

知

失
損
る
よ

に
理
管

の

要
の

。
う

い
と

」

つ
に

填
補
の

株
力

電
国

中
、

が
）

年
変

要
概

計
設

け
付

日
５

月

法
治

自
方

地
、

和
昭

た
し
知

通
て

宛
人

律
法

年

。第
査

監
山

成

号

年
月

６
）
年

）
知

員
委
査

監
県

口
山

日

に
社

会
力

電
件
本

を
明
説

は
許

免
の

立
埋

面

、
め

求

法
立

埋

も
い

な
し
効

失

正
大

第
律

法
年

が
法

違
な

白
明
つ

か
大

重

第
法

無
り

あ

務

第
法

治
自

方
地

び
及

条

ず
ら

わ
か

か
も

に
う

負
を

る
い

て
っ

怠
ず

ら
採

本
、

の
る

め
改

を

違
、

は
と

こ

査
審

請
を

置
措

な
要
必

に

期
的

理
合

る
す

要
常

通
に

の
否

許
に
ち

直
後

任
就

間

法
続

下
を

断
判第
律

法
年

５
成
平

公
先

地
島

長
字

大
町

）
号

面
水

有等
費

件
人

の
員
職

、
代

以

河

郎
二

忠
田

神

相
用

費
の

求
請

の
査
監

り
お

太
繁

嶌

会
式 て
い 旨

。
た

っ
あ

が

社
下

以

竣
事

工
・

更

会
力

電
件

本

申
可

許
長
伸

間
期

功 一
八
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第１

の
た

て
し

と
い

な
が

由
理

に

２

監
民

住
る

め
定

、
し

却
棄

第
法

を
件

要
の

求
請

査

は
事

知
、

り
よ

に
２

の
条

設
が

社
会

力
電

件
本

、
ず

財
な

法
違

、
は

と

た
し

置

を
置

措
な

当
に

理
管

の
産

す
対

に
求

請

。
る

す
求

請

平
、

は
求

請
の

こ

断
判

る

成
月

６
年

第
法

づ
基

に
定

規
の

項
１

第
条

れ
ら

め
認

と
る

あ
で

容
内

受
、

は
で

求
請

の
先

。
る

り
よ

に
れ

こ

査
監

に
後

理

分
当

相

遅
た

っ
被

が
県

、

置
措

る
す

填
補

を
害

損
の

財
な

当
不

は
く

し
若

法
違

成
平

、
が

事
知

管
産

月
５

年、
し

続
継

を
査

審
、

め

日

し
と

の
も

い
な

本
間

の
そ

第
律

送
先

の
断

判
否

許

第
）

号無
り

あ
が

第
び

及
２

の
条

違

面
水

有
公

件
本

、
で

効

産
財

な
当

不
は

く
し

若
法

事
知

県
口

山

の

下
以

）
。

う
い

と
」

社

」
事

知

成
平

の
ら

か成
平

、
し

対
に

請
申

月
２

年も
に

た
い

て
え

超
を

間
期

こ
い

な
さ

下
を

断

わ
か

か

と
下

以

第

本

関
の

他
の

そ
条

６
第

）
号面

水
有

連

下
以

下
以

。
号

面
水

有
公

件
本

、
で

。
う

い
と

」
法

治
自

そ
、

り
よ

に
定

規
の

項
同

求
請

の
こ

理
受

の
求

請

の

日

の
定

所
、

は
て

い
つ

に

請

。
た

し
理

受
を

求
請

に

２

旨
要

の
求

い
つ

に
分

部
る

す
当

相
に

却
を

れ
こ

、
め

た
く

欠

て

水
有

公
件

本
、

と
た

し
下

を
標

浮
灯

復
回

状
原

の
面

た

措
の

ど
な

る
せ

さ
去

撤

た
し

ら
た

も
を

れ
そ

、
り

求
請

の
こ

で
け

付
日

件
本

求
請

く

求
請

る
係

に

下
以

こ
、

い
行

を

」
求

請
の

先

２
の

知
通

の

に
査

審
の

中
間

期
延

相
に

。
る

め
求

を

代
紙

用
う

伴

懈
の

理

を
限

期
、

に

て
い

つ
に

怠

電
件

説
足

補
る

す
と

年
１

公
件

本
る

す
対

に
社

会
力

と
こ

た
っ

採
を

置
措

り

有有
公

、
は

件
要

る
よ

に
書

し
だ

た
条

に
既

は
許

免
の

立
埋

潜
を

る
よ

に
理

管

お
て

し
効

失

い
と

い
つ

に
填

補
の

失
損

株
力

電
国

中
、

が
）

。
う

年

式

変
要

概
計

設
け

付
日

５
月

が
間

期
理

処
準

標
に

日

更

成
平

、
ず

ら

、
し

了
満

月
２

年い
と

」
為

作
不

件

知
、

日

反
に

定
規

行
、

は
）

。
う

」

毛
熊

、
ら

か
る

い
て

し

管
な

法
違

の
）

。
う

い
と 第
）

に
理

結

基
に

定
規

の
項

４
第

条

知
通

り
お

と
の

記
下

を
果

具
を

件
要

的
式

形

記

ま
し

法
治

自
は

も
る

い
て

し
備

第。
る

あ
で

ろ
こ

項
１

第
条

わ
か

か
も

に
う

負
を

務
義

い
て

っ
怠

ず
ら

採
を

置

ら

の
る

め
改

を
為

作
不

こ
る

ら
か

者
の

外
以

人

要
必
に

と
）

。
う

い
と

自
た
っ

あ

分
部

る
す

当

同
に

的
質

実

の
員

職
、

請
は
て
い

つ
に

本
を

明

用
費
の

等
費

件
人

埋
面

水

求
に

社
会

力
電

件

面
水

し
効
失
は

許
免

の
立

法
立

埋
正

大

白
明

つ
か

大
重

し
脱

法
年

第
法

同
、

り

法
違
な

社
会 て

治
自
び
及

条

下
以竣
事

工
・

会
力
電
件

本

に
査
審

可
許
長
伸

間
期

功

就
事

的
理
合
る

す
要

常
通

政

判
の
否
許

に
ち

直
後

任

法
続

手

町
関

上
郡

律
法
年
５

成
平

る
た

当

公
先
地
島

長
字

大

し
行

執
を

査
監

、
き

づ

。

平
、

め
認

と
の

。
す

し
ま

成

は
人
求

請
、
た
ま

月
５
年

て
め
改
、
は

て

民
住

の
別

と
い
な

が

こ
う

行
を
査
監

例
実

は
き

と
る
れ
ら
め

認

和
昭

月
３
年

こ
、
て

っ
が
た
し

。
）

日

け
付
日
２
月

８

に
求

請
の

第
査
監
山

。
る
す
と

果
結
の
査

監

号

を
査

監
に

既
、

が
る

あ
で

行
に

既
、
く

な
と

た
っ
行

旨
の

そ
、

結
の
査

監
た

っ

つ

れ
す
知

通
に

人
求

請
を

係
に
求

請
の

先
、

は
て

い
監

る

に
求
請

置
措

員
職

県
口

山
い

つ

一
九

求
請

の
容

内
一
同

と
求

請

請
て

い
づ

基
に

果

い
つ

に

る
り

足
ば

実
事

る
係

に
求

る
い
て

れ
さ
と

別
、

る
あ

で
果

結
査

政
行

成
平

添

て

年

っ
も

を
し

写
の

」
）

知
通

て
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